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序

我
が
国
に
お
け
る
「
被
害
者
の
同
意
」
論
の
展
開
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に

触
発
さ
れ
る
形
で
、
次
の
三
つ
の
段
階
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
第

段
階
は
、

H

私
刑
罰
か
ら
公
刑
罰
へ
υ
の
近
代
的
発
達
が
、
犯
罪
に
対
す
る
私

的
評
価
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
つ
も
の
で
、

史
的
考
察
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
犯
罪
に
対
す
る
公
的
評
価
の
優
位
、
従

っ
て
公
的
利
益
を
侵
害
し
な
い
限
り
で
の
同
意
の
正
当
化
事
由
と
し
て
の
承

認
、
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
第
二
段
階
で
は
、
以
上

の
結
論
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
関
心
は
専
ら
当
面
の
実
務
的
要
請
に
応
え
る

た
め
に
、
同
意
の
具
体
的
要
件
の
設
定
、
あ
る
い
は
同
意
効
力
の
限
界
を
闘

す
基
準
の
提
示
な
ど
の
個
別
的
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
構
成

要
件
阻
却
的
合
意
と
違
法
性
阻
却
的
同
意
と
の
区
別
も
、
相
違
す
る
要
件
等

を
導
き
出
す
た
め
の
議
論
と
い
う
性
格
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の

「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
の
区
別
も
含
め
、
「
被
害
者
の
同
意
」
に
よ
り
一

般
的
な
理
論
分
析
を
加
え
、
も
う
一
度
先
の
前
提
を
洗
い
直
そ
う
と
い
う
の

が
、
今
日
ま
で
続
く
第
三
段
階
で
あ
り
、
最
近
で
は
、
単
な
る
理
論
的
分
析

の
枠
組
を
も
越
え
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
法
政
策
的
観
点
に
ま
で
議
論
が
及

ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
被
害
者
の
向
窓
」
が
、
こ
の
よ
う
に
刑
法
理
論
、

特
に
法
益
論
な
い
し
は
構
成
要
件
論
へ
の
尊
入
項
と
し
て
、
再
び
一
般
的
な

北法31(1・210)210

研
究
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
同
意
が
依
然
と
し
て
正
当
化
事
由
の
中
で
は
異
物
と
感
じ
ら
れ
、
そ

の
一
方
で
は
、
「
合
意
」
を
通
し
て
構
成
要
件
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
、
加
え
て
、
同
意
が
法

益
並
び
に
法
益
侵
害
(
結
果
無
価
値
)
の
内
容
と
密
接
に
係
わ
る
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
被
害
者
の
同
意
」
の
分
析
に
よ
っ
て
、
一

つ
に
は
構
成
要
件
と
正
当
化
事
由
と
の
関
係
及
び
意
義
の
解
明
、
他
に
は
法

益
構
造
の
確
認
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
法
益
〈
侵
害
)
概

念
を
被
害
者
側
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
法
益
保
護
の
目
的
と
の
関
係
で

意
義
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
理
論
的
意
義
と
は
別
に
、
「
被
害
者
の
同
意
」

に
は
、
そ
の
合
理
的
効
力
範
囲
の
論
定
と
い
う
、
間
有
の
し
か
も
解
決
困
難

な
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
、
新
し
い
観
点
か

ら
の
同
意
分
析
の
成
功
・
不
成
功
も
、
か
な
り
の
部
分
こ
の
問
題
の
解
決
に

係
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
今
目
的
研
究
情
況
に
対

て応
し

ー-， ，f 

被ぷ
害ら
者も川、

同ァ
意ゐ

足早
理ゐ、
調会

的量
分的
析効
をカ
加範
え開

ょの
う論

島E
え比

重
しょを
Tn 

L 置
、L、

こ
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
単
に
理
論
的
問
締
結
を
示
す
と
い
う



たに
と止
えま
ばら
、ず

皇室
笠霞
~な

持盟
す阻

tこ
る品
患立
者'るの畑

EE 
が三
そ J、

唆の
す

典ヱ

翌Z
、の
あマで
'えも

な号
ぜ ω

な
ら
ば
、
治
療
行
為
に
対
す
る
患
者
の
同
意
・
不
同
意
は
、
一
面
で
は
治
療

に
内
在
す
る
危
険
性
の
適
正
な
配
分
、
他
面
で
は
患
者
自
身
の
危
険
医
療
か

ら
の
解
放
と
い
う
性
質
を
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
医
師
と
患
者
と
の
公
正

な
関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
患
者
の
同
意
の
効
力
範
囲
を
合
理
的

に
論
定
す
る
こ
と
が
、
甚
だ
重
要
な
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ

{
b
v
 

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
は
以
上
の
実
践
的
問
題
に
直
接
触
れ
る
こ
と
は

意
図
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
準
備
作
業
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
位

位置
界 づ
観け
」ら
のれ
考る

雪木
《村
し 博
て士
は tモ
行ー
な X
L 、三

全建
守2
語業
摘 t更
さ「
れ そ
るの
がす背
、)景

本と
稿 な
もる

原
則
的
に
は
こ
の
指
摘
に
従
い
、
個
人
に
根
源
的
価
値
を
置
く
現
行
憲
法
の

(1) 

価
値
観
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
内
在
的
制
約
原
理
を
再
考
す
る
と
い
う
方
法

刑法における被害者の同意

で
論
述
を
進
め
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
尊
重
の
価
値
観
か
ら
の
出
発
は
、
刑

法
を
憲
法
秩
序
内
で
理
解
す
る
こ
と
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
考
え
ら
れ
る
。

構
成
と
し
て
は
、
同
意
の
合
理
的
効
力
範
囲
の
検
討
(
本
稿
第
三
重

l

〉
に
入

る
前
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
基
本
概
念
の
整
理
(
同
第
一
章
)
と
同
意
の
違

法
性
阻
却
の
根
拠
の
考
察
(
同
第
二
章
〉
と
を
先
に
行
な
い
、
最
後
に
、
最

近
議
論
さ
れ
て
い
る
同
意
の
体
系
的
位
置
づ
け
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
に
す

る
(
同
第
四
章
)
。

な
お
以
上
の
考
察
に
際
し
て
は
、

理
論
的
分
析
に
す
ぐ

れ
る
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
業
績
に
主
に
拠
り
な
が
ら
、
そ
の
批
判
・
検
討
を
通

し
て
問
題
解
決
の
方
向
を
探
り
、
そ
れ
を
自
説
展
開
の
糸
口
と
し
た
こ
と
を

付
け
加
え
て
お
く
。

(

1

)

木
村
亀
二
「
被
害
者
の
承
諾
と
違
法
性
」
『
刑
法
解
釈
の
諸
問
題
第

一
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
三
九
)
三

O
五
|
三
三
八
頁
、
花
井
忠
「
被
害

者
の
承
諾
に
就
て
|
最
近
多
か
り
し
学
生
諸
君
の
質
問
に
対
す
る
応
容

を
補
う

i
」
(
『
法
学
新
報
』
四
七
巻
二
一
号
・
一
九
四
三
)
一
八
五
三

!
一
八
七
二
頁
、
宮
内
裕
「
被
害
者
の
同
意
け

ωー
そ
の
問
題
史
的
展

望
|
」
ハ
『
法
と
経
済
』
一

O
四
、
一

O
五
号
・
一
九
四
八
)
四
四
|
五

七
、
五
一
六
一
頁
。
な
お
こ
れ
に
先
行
す
る
業
績
と
し
て
、
葉
清
緩

『
刑
法
同
意
諭
』
(
有
斐
閣
・
一
九
三
一
二
〉
が
あ
る
。
〈
包

-mrym高
島

田
口
口
一

m
-
b民
同
同
町
民

seむ
と
h
R
夕
刊
丸
町
旬
て
雪
な
た
な
詰
(
回
。
同
E
r
H
L
o
-匂
-

N
-
間・

]
F山

W
H
申)・

ω・
]

F

R

・

(

2

)

中
野
次
雄
「
被
害
者
の
承
諾
」
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法

ω』

(
有
斐
閣
・
一
九
五
六
〉
七
一
一
一
一
八
頁
、
井
上
祐
司
「
被
害
者
の

同
意
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
法
講
座
2
行
為
・
違
法
』
(
有
斐
閣
・

一
九
六
三
)
ニ
ハ

O
i
一
七
九
頁
、
須
之
内
克
彦
「
刑
法
に
お
け
る
被

害
者
の
同
意
付
口
ー
そ
の
序
論
的
一
考
察
|
」
(
『
法
学
論
叢
』
九
三
巻

一
号
、
九
四
巻
一
号
・
一
九
七
三
》
六
六
|
八
六
、
二
六
|
五
五
頁
。

〈
岡
戸
明
岡
山
内
《
町

-nr
の
岳
山
内

F
開

-EE---悶
E
ロ
凹
ロ
ロ
仏
何
吉
〈
O
H
m
g
ロ
仏
ロ
広

《凶町田〈

a
-
0
5
8
-
B
g
g
p
o
n
Z帽の
P

S
宮・

ω・
8
N
1
N
S
(以
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下
〔
何

5
5
Z
H
mロ
ロ
由
回
目
印
宮
町

B
n
r
c
と
略
す
)
・

(

3

)

曾
根
威
彦
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
の
違
法
限
却
根
拠
!
被
害
者
の
承

諾
・
そ
の
一
|
」
(
『
早
稲
田
法
学
』
五

O
巻
三
号
・
一
九
七
四
)
二
九

九
I
一
一
一
四
九
頁
、
同
著
者
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
と
犯
罪
論
体
系
|
被
害

者
の
承
諾
・
そ
の
二
|
」
(
『
早
稲
田
法
学
』
五
三
巻
一
・
二
号
・
一
九

七
七
〉
六
七

i
一
O
四
頁
、
須
之
内
克
彦
「
刑
法
に
お
け
る
『
自
己
決

定
』
に
関
す
る
一
考
」
(
『
愛
媛
法
学
会
雑
誌
』
三
巻
二
号
・
一
九
七
七
)

七
三
|
九
七
頁
な
ど
。
〈
色
。
出
口

Z
H
2
5窓
口
言

2
子
-
H
M

江口
N
J芯
ロ

仏
2
m
R
z
r
2
F間ロロ開
-
N
3
4司
切
仏
・

g.
忌印忠品少噌二日
ω凶.企
l占
叶
。
(
以
下

〔同司
P

》

J同ユ
F5ロ旨凶
-J唱凶
5伶
ロ
〕
と
略
す
)
ごU
阿司P》
J爪

.、¥、¥.向雪、、ミ‘4h叉凡£hhh吋吋E

毘sw誼柑
FAh叫窃~師叫‘
h崎、帆怯

s転むw詰言
N
=
h丸同町F
.
L
h『詰~守
v芯偽偽

s一白旬旬一色ミ
w

芯苦柑弐R
札同な偽
2、、、悶
2‘時P
姐同
b)凡芯偽
N凶叫凡な噂苫H
里凡と~ミ~忠軸
hh叫宝毘5裕詰時
h
丸司含h
旬町

で向雪、』な偽ミH訂N
H
h
苫
(
切
自
己
・

5
印印)凶

ω

H

R

(

以
下
〔
尚
喜
里
民
主

h
S芯
む
と

略
す
)
・

54司
・
ち
な
み
に
両
名
は
ド
イ
ツ
で
は
な
く
、
ス
イ
ス
の
刑
法

学
者
で
あ
る
。

(

4

)

こ
れ
は
ツ
ィ
プ
フ

(
N
J
O
の

指

摘

に

よ

る

(
ζ
2
5
n
r・N
G
F

hw旬、向、、町内
b
p
h
-
吋
二
山
・
〉
口
出
・
・
白
色
仏
o-σAU円
m-
関
白
ユ
∞
門
口
町
内
・
H

申吋吋・

叶
O
F
-
E
-
H
e
ω

・

Mg
同・
6
|
以
下
〔
玄

2
5
n
r
-
N
f
o
と
略
す
)
。

(

5

)

一
方
で
は
患
者
の
自
己
決
定
権
の
優
位
性
の
主
張
と
し
て
、
他
方
で

は
前
主
張
に
対
す
る
警
戒
的
態
度
と
し
て
医
師
の
裁
量
権
の
強
調
と
い

う
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
議
論
さ
れ
て
い
る
(
町
野
朔
「
患
者
の
自
己
決
定

権
と
刑
法
」
『
刑
法
雑
誌
』
二
二
巻
=
了
四
号
・
一
九
七
九
、
三
四
四

|
三
四
六
頁
参
照
)
。
そ
し
て
非
人
格
的
な
事
務
関
係
へ
の
移
行
に
よ

っ
て
、
医
療
が
法
的
紛
争
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た

今
日
、
一
一
層
現
実
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
ハ
金
沢
文
雄
「
医
療
と
刑

法

i
専
断
的
治
療
行
為
を
め
ぐ
っ
て
|
」
中
山
・
西
原
・
藤
木
・
宮
沢

編
『
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
違
法
と
責
任
』
成
文
堂
・
一
九
七

九
、
二
一
五
|
一
二
六
頁
参
照
〉
。
従
っ
て
、
こ
の
分
野
で
民
事
法
の

研
究
が
先
行
し
た
の
も
十
分
領
ず
け
る
。
唄
孝
一
「
治
療
行
為
に
お
け

る
患
者
の
意
思
と
医
師
の
説
明

l
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
・
学
説
|
」

『
契
約
法
大
系

W

補
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
五
〉
六
六

l
一
四

O
頁

参
照
。

(
6
〉
木
村
、
前
掲
「
被
害
者
の
承
諾
と
違
法
性
」
三

O
六
、
三
一
一
頁
。

(

7

)

平
野
教
授
は
こ
の
こ
と
を
、
刑
法
の
目
的
は
「
市
民
的
安
全
の
要
求
」

に
あ
る
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
(
平
野
龍
一
『
刑
法
の
基
礎
』
東

京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
六
、
一

O
O、
一
一
五
頁
)
。
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第
一
章

「
利
益
」
及
び
「
被
害
者
」
の
意
義

「
被
害
者
の
同
意
」
の
理
論
的
意
義
は

法
益
思
考
の
確
立
と
密
接
に
係

わ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
思
考
の
理
論
的
原
点
で
あ
る
「
利
益
」
概

念
を
中
心
に
、
以
下
の
叙
述
に
必
要
な
基
本
概
念
の
一
応
の
整
理
を
行
な
お

う
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
ま
た
、
次
章
以
下
の
考
察
の
視
点
も
自

ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。



第
一
節

利
益
・
財
の
概
念

ケ
ス
ラ
l
の
見
解

「
利
益
」
概
念
に
明
確
な
定
義
を
与
え
、
し
か
も
そ
れ
を
刑
法
理
論
の
基

礎
に
霞
い
た
刑
法
学
者
と
し
て
、
ケ
ス
ラ

i
(烈
o
a
r与
を
挙
げ
る
こ
と
が

(
1
)
 

で
き
る
。
こ
の
ケ
ス
ラ
l
の
見
解
は
、
日
本
で
も
既
に
犯
罪
客
体
論
に
お
け

{
2
}
 

る
「
利
益
説
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
検
討
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
離
れ
て
、
「
利
益
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
意
味
そ
れ

自
体
の
確
認
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

(1) 

ケ
ス
ラ
l
は
、
利
益
を
そ
の
対
象
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
も

ま
た
実
際
上
も
必
要
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
、
次
の
よ
う
な
分
析
を
加

え
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
利
益
は
対
象
を
必
要
と
し
、
こ
の
対
象
を
財

(
C
E
)

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
財
と
は
、
人
の
肉
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
幸
福
に
寄
与
し

う
る
全
て
の
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
財
概
念
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
財
で
あ

刑法における被害者の同意

る
た
め
に
、
人
の
幸
福
に
寄
与
し
う
る
と
い
う
意
味
で
の
「
利
用
の
可
能
性
」

を
必
要
と
し
、
か
っ
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
点
に
一
不
さ
れ
て
い
む
し

か
し
彼
は
こ
の
よ
う
な
財
の
意
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
益
概
念
は
第
一
に

は
財
と
で
は
な
く
て
、
財
に
関
し
て
起
こ
り
う
る
事
件
(
開
同
巳
間
巳
ロ
)
と
係
わ

る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
あ
る
個
人
の
あ
る
事
実
に
関
す
る
利

益
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
件
の
発
生
あ
る
い
は
不
発
生
が
こ
の
個
人
の
財

に
対
し
て
不
利
益
な
結
果
を
も
た
ら
す
、
そ
の
個
人
の
こ
の
事
実
に
対
す
る

関
係
で
あ
る
」
、
と
い
う
遠
回
し
な
表
現
を
採
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
事
件

と
財
と
の
関
係
は
「
可
能
性
」
で
足
り
る
と
言
う
。

(
9
)
 

ケ
ス
ラ
ー
は
ま
た
、
利
益
主
体
を
向
然
人
の
み
に
限
定
す
る
。
そ
の
趣
旨

は
、
利
益
概
念
を
「
人
間
感
覚
」
に
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る

{
珂
}

の
で
あ
る
が
、
け
れ
ど
も
他
方
で
、
不
可
侵
の
保
持
に
関
し
て
利
益
者
の

「
積
極
的
意
識
的
意
思
」
は
不
要
で
ふ
犯
、
あ
る
い
は
純
粋
に
事
実
的
利
益

は
「
本
人
の
意
識
」
に
達
す
る
必
要
は
な
ぺ
?
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
主
張

し
て
い
る
点
注
意
を
要
す
る
。

更
に
彼
は
、
以
上
の
よ
う
な
利
益
・
財
概
念
の
他
に
、
財
一
般
に
関
す
る

利
益
(
た
と
え
ば
、
人
の
身
体
の
完
全
性
に
関
す
る
利
益
)
と
い
う
用
語
法

が
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
の
利
益
は
無
数
の
利
益
の
集
合
的
関
係
に
他
な
ら

な
い
と
分
析
す
る
。
「
利
益
」
と
い
う
言
葉
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
財
と

係
わ
る
事
件
全
て
に
つ
い
て
の
、
あ
る
人
の
利
益
の
全
複
合
を
意
味
す
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
主
張
を
前
提
と
し
て
、
利
益
と
財
と
は
必
然
的
に
同
時
存
在
で
あ

る
こ
と
、
し
か
も
人
間
の
存
在
と
と
も
に
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し

て
歴
史
的
、
概
念
的
に
法
並
び
に
国
家
に
先
行
す
る
こ
と
等
を
、
ケ
ス
ラ
ー

は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
・
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の
一
証
明
の
た
め
に
は
、
被
害
者
に
意
識
さ
れ
た
現
実
的
利
益
の
侵
害
の
証
明

は
決
し
て
必
要
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
保
護
利
益
は
「
一
般
的
平
均
的
利
益

(
問
。
ロ

m
H
m
-
-
2
0ロ
円
円

z
n
r
2
3凹
ZZ5ω
閉
め
)
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
言
う
。
こ
の
「
一
般
的
平
均
的
利
益
」
を
メ
ツ
ガ
ー
は
、
「
一
般
的

に
怨
定
さ
れ
た
利
益
」
と
言
い
換
え
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
は
や
や
不
明

イ
ェ

l
リ
ン
グ

c
r
2
5間
)
の
主
張
が
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
あ
る
が

メ
ツ
ガ
ー
が
自
ら
指
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

で
補
足
的
に
見
て
み
る
と
、
イ
ェ

l
リ
ン
グ
は
、
有
用

(
Z三
Ng)
あ
る
い

は
享
受

(csc-ω)
の
事
実
上
の
状
態
を
事
実
的
利
益
と
呼
ぶ
一
方
で
、
権

利
(
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
)
は
「
こ
の
主
体
に
と
っ
て
利
益
が
な
く
と

(
8
)
 

も
存
在
し
う
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
保
護
利
益
が
心
的
事
象

と
し
て
で
は
な
く
、
し
か
も
実
在
の
も
の
と
し
て
で
は
な
し
に
、
対
象
化
さ

ll) 

れ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
に
「
一
般
的
平
均
的
利
益
」

刑法における被害者の向意

の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
ケ
ス
ラ
ー
が
右
の
意
味
で

の
「
利
益
」
を
、
利
益
複
合
に
他
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

な
お
財
に
つ
い
て
は
、
「
法
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
た
平
均
的
利
益
が
そ
こ

に
存
在
す
る
状
態
を
法
益
と
呼
ぶ
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
利
益
と
財
と

は
一
応
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の

法
益
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
刑
法
が
保
護
を
及
.
ほ
す
「
客
観
的
価
値
」
と

も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、
保
護
な
い
し
は
侵
害
の
対
象
と

し
て
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
実
益
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
問
。

こ
の
よ
う
な
平
均
的
利
益
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
ツ
ガ
l
は
反
面

で
、
「
利
益
と
は
一
定
の
状
態
の
存
立
に
関
す
る
個
人
あ
る
い
は
社
会
の
意

{
日
}

思
の
関
与
で
あ
る
」
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
ケ
ス
ラ
ー
の
よ
う
に
個
人
だ
け

に
限
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
意
思
の
関
与
と
し
て
の
利
益
を
肯
定
し

て
い
る
点
は
、
決
し
て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(

1

)

開

E
Eロ
仏
玄
O
N問
。

?
~
w
H
E
¥之
内
陸
デ
同
町
宮

hss号、
w'ω
・
〉
口
出
・

(ロ
2
2
p
宮
田
口
口
宮
口
・
巴
怠
)
・

ω・
H
S
I
N
S
(以
下
〔
』
門
司
』
込
湾
呂
と

略
す
)
・

(

2

)

何
r
-
P
-
ω
-
H
U由・

(
3
)
H
w
r
ι
.
ケ
ス
ラ
ー
が
利
益
概
念
を
心
的
事
象
と
捉
え
よ
う
と
し
た
の

は
事
実
で
あ
る
が
、
メ
ツ
ガ
l
の
言
う
よ
う
に
、
現
実
の
意
識
ま
で
は

要
求
し
て
い
な
い
(
本
節
一
参
照
)
。
し
か
し
逆
に
こ
こ
に
こ
そ
、
ヶ

ス
ラ
!
の
利
益
論
の
問
題
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(

4

)

開

rp-
〉
回
目
・
印
U

〈
四
一
-
河
口
仏

c-司
}
戸
〈
O
口

]
r
2
5
m
-
c
h
t
h
h
九ご

さ
還
な
円
』
wa河
湾
勾
崎
町
』
WH師
白
官
、

h
H
a
w
w
H
S
Z之
江
偽
札
ぬ
司
君
。

g=-な
お
師
四
民
草
寺

町
耳
目
ぎ
た
玄
室
。
-h-

日
・
〉
口
出
・
(
円
、
巳
宮
山

m-
一
戸
∞
吋
吋
)
・
吋
包
】

ω・
ω
・
ωhphw(
た

だ
し
本
稿
は
、
一
八
八
八
年
の
第
四
阪
か
ら
引
用
す
る

γ

(

5

)

開

σι
・・

ω
・
ωω@・

(

6

)

開

E
4
ω
'
ω
品

H・
8H.
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(

7

)

貝
巾

E
-
2
-
h町

民
諸
国
己
目
『
『
凡

h
S戸
時
〕
・

ω・
日
品
一
品
開
門
印
・
・
門
岡
山
市

n
F
g
m
Z
3・
ω・

]
F

旧
日
・

〈

8
〉
富
。
N
m
R
R
Sる
宮
内

3
・
ω・
M
O
O
-

(
9
)
H
w
r
ι
・

(
凶
)
〈

m--
列
。

σ
2門
〈

D
ロ
E
G同v
m
w
f
N
V
司
法
H
H
W

町、
w
m
G

め
マ
白
¥
ミ
町
、
V

H

(

回

2
-
2・

]
F
由

ω印
)
・
回

ι・]「
ω
-
H
N
-

ハ
孔
〉

V

向。N
m
m
p
h
h
F
P

、~v宮内
恥
〕
・

ω
-
H
U
M
W
-

ir!r 

ケ
ス
ラ
ー
は
、
具
体
的
事
件
、
具
体
的
対
象
そ
し
て
特
定
主
体
と
か
ら
構

成
さ
れ
る
、
具
体
的
利
益
概
念
を
志
向
し
て
お
り
、
そ
の
特
徴
は
、
具
体
的

人
間
感
覚
と
の
結
合
の
中
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
ま

さ
に
個
人
(
人
間
感
覚
)
が
利
益
の
「
保
持
者

(
F
E
F司
)
」
と
し
て
登
場

す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
利
益
概
念
が
、
「
心
理
主
義
」
、
「
経
験
主
義
」
あ
る

い
は
「
個
人
主
義
」
と
言
わ
れ
る
所
為
も
こ
こ
に
あ

h

む
し
か
し
な
が
ら
、

利
益
と
い
う
言
葉
が
右
の
定
義
と
は
異
な
っ
て
、
利
益
の
複
合
を
も
意
味
し

う
る
こ
と
を
、
ヶ
ス
ラ
ー
が
是
認
し
て
い
た
事
実
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な

L 、。
ケ
ス
ラ
ー
と
は
逆
に
、
メ
ツ
ガ
ー
は
具
体
的
人
間
感
覚
か
ら
離
れ
た
利
益

概
念
を
強
調
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
が
、
「
一
般
的
平
均
的
利

益
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
利
益
概
念
に
従
え
ば
、
個
人
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
た
と
え
ば
、
端
的
に
「
社
会
」
自
体
を
利
益
主
体
と
為
す
こ

と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
他
面
で
は
、
メ
ツ
ガ
l
は
利
益
概
念
に
お

け
る
「
意
思
の
契
機
」
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ケ
ス
ラ

I
の
分
析
に
よ
れ
ば
「
利
益
複
合
」
に

「
平
均
的
利
益
」
と
は
、

他
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
「
意
思
の
契
機
」
は
、
「
人
間
感
覚
」
を
前
提
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
二
人
の
利
益
論
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、

利
益
概
念
の
下
に
は
、
一
つ
は
心
理
的
ま
た
は
意
思
的
利
益
が
、
他
に
は
平

均
的
あ
る
い
は
複
合
的
利
益
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
ケ
ス
ラ
ー
は
前
者
を
選
択
し
、
メ
ツ
ガ
l
は
後
者
を

選
択
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
両
者
の
利
益
論
に
相
違
が
生
じ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
論
内
で
は
、
利
益
と
財
の

(
S
}
 

同
時
存
在
は
貫
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
限
り
で
、
利
益
と
則
と
を
対
立

(
@
}
 

的
に
捉
え
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
。
た
だ
し
、
ケ
ス
ラ
l
の
行
な
っ
た
二
概

念
の
峻
別
に
意
義
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
平
均
的
利
益
の
対
象
・

状
態
と
し
て
の
「
財
」
と
心
理
的
「
利
益
」

つ
ま
り
、

メ
ツ
ガ
!
の
客
観

的
価
値
を
担
う
「
財
」
概
念
と
ケ
ス
ラ
l
の
利
益
主
体
の
主
観
的
判
断
と
し

て
の
「
利
益
」
概
念
、
と
の
対
立
を
念
頭
に
置
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
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(1) 

ハ
1
)
穴伶
{ω-24nHUnrg四
C
0・
ω・
5
申

戸

〈

2
)
〈
間
一

-
E
D
E四
-
回

-PO--ω
・

3
u
y向

E
m
R
-
n
h
S
S
5
3
・∞
-
H
S
-

木
村
、
前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
法
益
の
概
念
」
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(

3

)

た
と
え
ば
、
個
人
の
生
命
は
「
全
体
の
利
益
」
で
も
あ
る
と
言
う

(出品
m
w
N
問
。
ア
〔
h
F
F

、~x
R
F
〕・∞
-
N
H
m
)
。

(

4

)

ノ
ル

(Zo--)
は
、
メ
ツ
ガ

1
の
利
益
概
念
が
主
観
的
、
客
観
的
の
両

内
容
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

(Zo---
門町

3
ミ
ミ
ロ

h
S
H
h
y

ω・日申『・)。

(

5

)

ケ
ス
一
7
l
は
、
両
者
は
「
同
一
概
念
の
客
観
的
側
聞
と
主
観
的
側
面

と
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
う
(
開
。
包
o
p
門
岡

S
雪
之
町
民

hRWHhνω
・臼)。

ま
た
メ
ツ
ガ
!
と
同
じ
立
場
と
見
ら
れ
る
ヒ
ッ
ベ
ル
(
出
否
℃
己
)
も
、

こ
の
区
別
を
単
に
用
語
法
k
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
て
い
る

(
出
弓
司
己

-ushな
町
、

Hah定、
白
・
平
均
円
旨

H-
切門同

-
r
ω
H
N
)
。

(

6

)

そ
こ
で
リ
ス
ト
(
己
目
。
は
、
「
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
を
法

益
と
呼
ぶ
」
と
述
べ
、
利
益
と
財
と
を
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
(
〈
包
・

司
自
ロ
N
〈
D
ロ
ピ
ω
N
f
h
G
P
、
守
宮
町
、
w

九時

h

b偽
ミ
崎
町
』
ど
刊
誌
句
、
、
白
¥
之
町

E
U
-

N
品
・
〉
三

f
σ
2
0門間一円〈ロロ
HWσ
巾
円
}
戸
田
正
ー

ω口
y
g正
デ
回
。
ュ

-
P
F色
沼

N-m-

]戸申
M
N
-

∞-

A

H

)

。

刑法における被害者の同意

第
二
節

「
法
的
保
護
」
と
「
利
益
の
主
体
」

財
で
あ
れ

校
々
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
「
刑
法

利
低
で
あ
れ

的
に
保
護
さ
れ
る
」
利
益
・
財
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
「
法
的
保
護
」

に
視
点
を
移
し
て
、
そ
の
点
か
ら
利
益
・
財
概
念
に
一
定
の
限
定
を
加
え
て

み
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
、
「
法
及
び
法
秩
序
の
利
義
・
財
」
と
い
う
観
念
は

承
認
で
き
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ピ
ン
デ
イ
ン
ク

が
、
「
法
益
と
は
実
定
法
が
そ
の
意
図
に
従
っ
て
そ
の
不
変
更
及
び
不
可
侵

の
保
持
に
利
益
を
持
つ
全
て
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
の
思
考
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
利
益
・
財
に
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て

そ
の
利
益
・
財
の
主
体
が
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
法
の
目
的
が
「
法
の
利
益
・
財
」
の
観
念
を
通
し
て
、
法
そ
れ
自
身
の
保

(
2
)
 

護
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
今
日
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
思
考
で
も
あ
る
。

法
的
に
保
護
さ
れ
る
利
益
・
財
は
、
法
及
び
法
秩
序
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、

言
う
ま
で
も
な
く
「
人
閣
の
利
益
・
財
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
利
益
・
財
に
刑
法
的
保
護
を
与
え
、
実
現
す
る
の
は
国
家
で
あ
り
、

刑
罰
権
は
国
家
(
権
力
)
が
独
占
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
や
は
り
国

家
が
利
益
・
財
の
主
体
で
あ
る
こ
と
の
指
標
と
は
な
り
え
な
い
。
ど
こ
ま
で

も
国
家
は
「
保
護
の
主
体
」
と
し
て
登
場
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
・
財
の
侵
害
(
危
殆
)
の
結
果
発
動
す
る
国

家
権
力
(
刑
罰
権
)
を
、
新
た
に
法
的
保
護
の
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
も

北法310・217)217



研究ノート

ち
ろ
ん
国
家
的
利
益
・
財
の
観
念
は
存
在
し
う
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合

で
も
保
護
主
体
と
し
て
の
国
家
(
権
力
)
と
、
利
益
・
財
の
主
体
と
し
て
の

国
家
(
国
民
)
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
刑
法
の
存
在
、
一
貫
し
た
適
用
に
、
行
為
者
側
で
あ
れ
、
被
害
者
側

で
あ
れ
、
当
該
犯
罪
情
況
と
係
わ
る
可
能
性
の
あ
る
者
は
一
定
の
関
心
を
持

つ
。
そ
し
て
こ
の
関
心
が
、
刑
罰
の
威
嚇
力
に
よ
る
一
般
予
防
機
能
の
前
提

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
法
的
保
護
に
関
す
る
一
般
の
人
々
の
関
心
は
、
立
法
活
動
あ
る
い

は
刑
事
政
策
の
場
で
考
慮
さ
れ
る
純
粋
に
事
実
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
立
法

者
が
こ
の
法
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

{
8
)
 

れ
故
、
こ
の
一
般
的
か
つ
泊
象
的
利
益
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
あ
る
行

為
の
当
罰
性
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

具
体
的
犯
罪
の
成
否

(
可
罰
性
)
と
は
関
連
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
る
の
が
、
そ
の
法
の
存
在
・
適
用
に
関
す
る
一
般
の
人
々
の
一
般
的

抽
象
的
利
援
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
選
択
は
そ
の
川
印
刷
主
体
の
利

益
・
財
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
1
)
切
E
L
E
m
-
U
N・4
」
〈
寄
書

S

S礼
S
2
3ミ
旬
、
号
、
E

h

品・

k
t
E
2

・

ω
・
8ω
・
ピ
ン
デ
ィ

γ
ク
は
「
法
の
財
」
を
「
法
秩
序
の
財
」
と
い
う

観
念
と
等
師
仇
し
て
い
る
(
含
Z
ニ

H
H
b
s
n
s
a司
F

R
守
的
匂
ミ
」
マ
R
P
H
F

戸
巾
回
同
】

N
-
m
F
H
∞∞印・

ω
]
{白山由)。

(

2

)

ケ
ス
ラ

l
は
、
こ
の
思
考
に
お
い
て
は
利
議
・
財
の
主
体
の
問
題
が

無
視
さ
れ
て
い
る
と
言
一
う
(
欠
何
回
目
。
F

門別

2
Z田
m
c
c・∞
-
H
C
印同
-

U

4
四
日
・
与
問
同
国
・
・
〔
同
町
民
活
さ
む
な
h
H
h
s
h
ν
ω
・日仏『・)。

(

3

)

リ
ス
ト
は
個
人
と
共
同
体
を
含
め
た
人
間
の
利
益
・
財
と
述
べ
る

(ピ凹
N

F

F

目
。
ニ

ω・
ι・
〉
ロ
ヨ
-

H

)

0

A

F

1

m

-

・町内。

E
2・
〔
同
玄
さ
と
た
a

hRW由

h〕・

ω
ω
ω
-
品m
p

印
町
一
ぞ
向
。
N
m
m
w
?

〔」門旬、マ守宮内骨〕・

ω
・
]
戸
市
嵐
山
・
な
お

ゲ
ス
ラ
l
の
考
え
に
従
え
ば
、
法
は
感
覚
も
欲
求
も
持
た
な
い
の
で
、

利
益
・
財
の
主
体
た
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
(
問
。
包
め
ツ
〔
岡
山

2
r
g
t

m
c
c・
ω・
]5印
U

〈
m-・門目。
3
・
〔
町
民
苫
さ
ミ
ロ
h
R冶句〕・

ω・日印)。

(

4

)

何
ゲ
子

ω・
8
・
従
っ
て
ピ
ン
デ
イ
ン
ク
の
言
う
、
「
国
家
の
特
別
様
」

あ
る
い
は
「
闘
家
の
服
従
権
(
。
。

r
2
E
B
R
2
Z
)」
は
法
的
保
護
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
(
〈
伺
「
回
忌
宮
崎
・
同

gkb宮
町
砕
丸
内
的
匂
言
、
町
内
定
的
w

ω
・
H
S
-
〉
ロ
ヨ
・

HN-ω
・
5
5
0

〈

5
)
国
家
作
用
、
特
に
寸
法
作
別
に
対
す
る
非
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
ろ

ぅ
。
〈
m「
列
島

-
2
a
Q
Uロ
Z
m
m
E〕・

ω
忌
∞
-

(

6

)

ケ
ス
一
7
l
は
、
国
家
や
制
度
等
、
法
的
保
護
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た

全
て
の
も
の
が
公
衆
の
利
益
の
対
象
で
あ
る
と
指
摘
す
る
(
め
ゲ
ヂ

ω・

]戸同町内・)。

(

7

)

問。
2
0ア
〔
町
立
さ
む
~
P
E
s
h〕・

ω
宮
内
・

(
8
)
M
W
σ

門戸・

ω・品目・
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当
該
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
・
財
の
主
体
は
、
先
に
触
れ

た
よ
う
に
人
間
で
あ
る
。

こ
の
「
人
間
の
意
義
」
に
関
し
て
、
ケ
ス
ラ
ー
は
文
字
通
り
肉
体
的
個
人

(
自
然
人
)
に
限
る
と
し
、
従
っ
て
、
法
人
(
団
体
)
、
公
衆
、
国
家
等
の

利
益
・
財
は
個
人
に
還
元
し
て
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
団
体
構
成
員
の
特
殊
な
利
益
・
財
の
「
法
的
抽
象
化
」
と
し
て
、
法
人

の
利
益
・
財
を
、
ま
た
不
特
定
個
人
の
利
益
・
財
と
い
う
よ
う
に
主
体
を
抽

象
化
し
て
、
公
衆
の
利
益
・
財
を
、
そ
れ
ぞ
れ
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
国
家

に
関
し
て
は
、
「
公
法
上
の
社
団
(
穴

D
G
o
g
c
g
)」
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ

る
か
ら
、
法
人
と
同
じ
方
法
で
、
や
は
り
国
民
の
利
益
・
財
に
再
開
加
さ
せ
る

(

4

)

(

5

)

 

の
で
あ
る
う
。
こ
れ
ら
は
多
数
主
体
の
利
益
(
複
合
)
の
場
合
で
あ
る
。
以
上

l1J 

の
よ
う
な
構
成
は
、
利
益
を
人
間
感
覚
と
結
び
つ
け
る
こ
と
か
ら
の
当
然
の

刑法における被害者の同意

帰
結
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
批
判
の
鉾
先
を
向
け
る
立
場
に
お
い

て
は
、
「
社
会
又
は
国
家
も
亦
利
益
の
主
体
た
り
得
る
」
の
は
当
然
の
こ
と

(
6
}
 

と
し
て
、
そ
の
承
認
が
求
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
立
場
に
立
っ
た
と
し

て
も
、
国
家
・
社
会
の
背
後
に
、
や
は
り
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
を
措
定
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
国
家
・
社
会
概
念
を
具
体
化
す
る
と

い
う
怠
味
で
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
化
の
試
み
も
十
分
に
評
価
で
き
る

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
利
益
・
財
の
主
体
と
し
て
は
、
第
一
に
個
人
が
挙
げ
ら
れ
、
そ

し
て
更
に
法
人
・
社
会
・
国
家
ー
よ
り
具
体
的
に
捉
え
よ
う
と
意
図
す
れ
ば

そ
れ
ら
を
構
成
す
る
多
数
の
個
人
!
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
者

が
、
当
該
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
・
財
の
主
体
、
す
な

わ
ち
「
被
害
者
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
被
害
者
」
の
概

念
は
、
「
利
益
」
概
念
の
解
明
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

問
。
空
白
ア
〔
同
凡
W

輔
さ
と
町
民
h
R芯
h
u
-
ω
・
印
印

U
L
2
ω
・
・
門
岡
山

m
n
r
g
m
E
0・
ω
・

]
戸
]
戸

]
F

同

(
2〕
問
。
∞

-R-
〔
同

SNeえ
な
h
邑

s
h〕・

ω
-
B
向
山
《
凶
め
円
印
・
・
〔
河
内
円
}
戸
仲
間
町
三

ν

ω
-
H
H
N
・

(

3

)

阿ハ。
2
0ア
門
町
民
総
墜
と
ど
阿
世
s
h〕

dω'
印
市

y

(

4

)

一
方
で
ケ
ス
ラ
l
は
、
国
家
の
概
念
の
中
に
人
間
の
利
益
が
把
握
さ

れ
て
い
る
と
言
ぃ
、
他
方
で
、
こ
の
人
間
の
利
益
に
対
す
る
国
家
の
関

係
は
、
自
己
の
利
益
に
お
い
て
行
使
で
き
な
い
保
護
者
の
関
係
で
あ
る

と
言
う
(
与
門
f
ω
・
き
)
。
こ
れ
は
同
家
概
念
の
二
車
性
の
指
摘
で
あ

る。

北法31(1・219)219

(

5

)

〈
町
一
-
同

0
2
0
F
〔閉山

2
r
g間
巳

3
・

ω

ロ∞-

(
6
)

木
村
博
士
は
、
ケ
ス
一
フ
l
流
の
個
人
主
義
的
構
成
を
「
重
大
な
る
誤

謬
」
と
批
判
し
、
自
ら
は
団
体
主
義
の
立
場
よ
り
、
「
一
般
的
平
均
的

利
益
」
を
も
越
え
て
実
在
す
る
「
社
会
」
の
利
益
を
強
調
さ
れ
る
(
木
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村
、
前
旧
制
「
刑
法
に
お
け
る
法
伎
の
概
念
」
一
一
一
一
|
一
一
一
一
一
頁
)
。

ハ
7
〉
た
と
え
ば
メ
ツ
ガ
l
は
「
社
会
的
意
思
の
関
与
」
を
説
く
が
(
宮
O
N
E

間

2
岨〔』門司』、九印刷
Rbu-ω
・
5
∞
)
、
怠
思
を
問
題
と
す
る
以
上
、
や
は
り

そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
に
目
を
向
け
ざ
る
を
え
な
い
。

(

8

)

問
。
白
目
。
ァ
〔
町
民
ミ
ミ
ミ
』
R
h
R
ミ
h
u
-
ω

・お
-E-

第
三
節

総

括

利
益
・
財
概
念
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
主

体
の
事
件
あ
る
い
は
対
象
に
対
す
る
心
理
ま
た
は
意
思
関
係
を
そ
の
本
質
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
他
は
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
抽
象
さ
れ
た
複
合
的
・
平
均

的
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
主
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
、
前
者

を
主
観
的
な
概
念
と
特
徴
守
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
観
と
は
離
れ
て
あ
り
う

べ
き
も
の
と
し
て
存
夜
す
る
と
い
う
意
味
で
、
後
者
は
客
観
的
な
い
し
一
般

そ
し
て
こ
の
利
益
・
財
に
、
国
家

的
な
概
念
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
権
力
)
が
保
護
主
体
と
し
て
刑
法
(
刑
罰
)
的
保
護
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

利
益
・
財
の
法
的
保
護
に
関
し
、
国
民
及
び
公
衆
は
一
般
的
・
抽
象
的
利
益

を
有
す
る
が
、
こ
れ
は
刑
法
の
一
般
予
防
機
能
と
係
わ
る
、
立
法
上
あ
る
い

は
政
策
上
の
副
次
的
利
誌
に
す
ぎ
な
い
。
当
該
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
の
は
、
そ
の
帰
属
主
体
の
利
益
・
財
な
の
で
あ
る
。
こ
の
主
体
に
な
り

う
る
の
は
、

個
人
、

法
人
(
構
成
員
)
、
社
会
(
公
衆
〉
そ
し
て
国
家
(
国

民
)
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
主
体
が
真
の
「
被
害
者
」
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
被
害
者
が
確
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
被
害
者
の
同
意
」

の
考
察
が
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
次
の
三
点
を
問
題
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
同
意
と
主
観
的
利
益
と
の
関

係
、
更
に
客
観
的
利
益
と
の
関
係
、
そ
し
て
最
後
に
法
的
保
護
そ
れ
自
身
と

の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
章
の
検
討
の
結
果
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る

視
点
で
あ
る
。
な
お
前
二
者
は
後
者
と
の
関
係
で
は
、
法
的
保
護
で
は
な

く
、
そ
の
「
客
休
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

(
1
)

曾
根
助
教
授
は
被
害
者
の
同
意
の
違
法
性
阻
却
の
根
拠
に
つ
い
て
、

「
利
益
」
、
「
法
的
保
護
」
そ
し
て
「
個
人
の
自
由
」
の
三
つ
の
視
点
か

ら
分
析
を
加
え
ら
れ
る
(
曾
根
、
前
掲
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
の
違
法

阻
却
根
拠
」
二
九
九
1

三
凶
九
頁
参
照
)
。
次
章
の
考
察
に
際
し
て
は

こ
の
論
文
の
枠
組
が
か
な
り
参
考
と
な
っ
た
。

第
二
章

同
意
の
実
質
的
効
力

利
益
・
財
の
主
体
が
、
利
益
・
財
へ
の
他
人
の
干
渉
に
同
意
を
与
え
る
場

合
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
帰
結
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
の

問
題
を
、
個
々
の
犯
罪
構
成
要
件
の
該
当
性
と
は
離
れ
、
犯
罪
構
造
一
般
に

対
す
る
実
質
的
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
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具
体
的
に
は
、
「
被
害
者
の
同
意
」
の
法
益
構
造
に
及
ぼ
す
作
用
の
問
題
で

あ
り
、
通
例
は
同
意
の
違
法
性
阻
却
の
根
拠
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
一
節

利
益
放
棄
説

心
理
的
利
益
と
平
均
的
利
益

ケ
ス
ラ
l
の
同
意
論
は
、
「
刑
法
の
目
的
は
人
間
行
為
に
よ
る
侵
害
の
予

防
を
手
段
と
す
る
人
間
利
益
の
保
護
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
す

む
い
彼
の
叙
述
に
従
う
と
、
「
意
識
的
意
思
を
も
っ
て
財
に
危
険
な
行
為
を

許
容
し
た
時
に
は
」
、
主
体
に
と
っ
て
財
も
利
益
も
共
に
存
在
し
な
く
な
る
。

そ
れ
故
、
利
益
の
侵
害
も
ま
た
保
護
も
不
可
能
に
な
る
、
と
言
う
。
こ
う
し

(1) 

て
最
終
的
に
は
、
「
利
益
者
の
意
思
に
反
す
る
利
益
の
保
護
は
そ
れ
自
身
矛

盾
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
至
る
。
同
意
の
表
示
に
よ
っ
て
刑
法
は
無
対
象

に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
法
的
保
護
を
停
止
す
る
同
意

2
5
r
y
件。

何
百
三
}
一
-mEロ
間
)
」
の
本
質
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
な
お
、
あ
る
事
件
の

刑法における被害者の同意

あ
る
財
と
係
わ
る
利
益
が
同
意
に
よ
っ
て
な
く
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
他
の

全
て
の
事
件
が
あ
る
財
と
係
わ
る
無
数
の
利
益
の
集
合
、
つ
ま
り
、
利
益
複

合
は
な
く
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
怠
が
結
果
で
は
な

〈
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
「
行
為
関
連
性
」
の
主
張
か
ら
も
推

察
さ
れ
る
。

ま
た
メ
ツ
ガ
ー
も
ケ
ス
ラ
!
と
同
様
、
刑
法
の
目
的
の
確
認
か
ら
同
意
論

を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
最
終
目
的
を
人
間
の
生
活
利
益
の
保
護
に

置
き
、
「
刑
法
は
国
家
強
制
の
使
用
に
よ
り
こ
の
利
益
を
侵
害
す
る
か
も

{
7
}
 

し
れ
ぬ
人
間
行
為
の
防
止
に
努
め
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
同
意
を

「
法
益
処
分
権
者
側
の
意
識
的
利
益
放
棄
」
と
捉
え
、
不
法
に
お
い
て
侵
害

さ
れ
た
利
益
が
・
欠
如
す
る
場
合
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
欠
如
利
益
の
原
理

(
P
E
N
J
ι
2
5
2
m
o
z
pロ

F
Z
R
Z
2
)」
の
下
に
包
摂
す
る
の
で
あ

(
8〕

る
。
こ
の
よ
う
に
メ
ツ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
意
は
保
護
の
対
象
と
な
る
利
益

(
9
)
 

の
欠
如
を
、
そ
れ
故
ま
た
保
護
の
必
要
性
の
欠
如
を
導
く
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
メ
ツ
ガ
ー
が
刑
法
理
論
の
基
礎
に
置
い
た
平
均
的
利
益
か
ら
論

を
進
め
る
場
合
、
こ
の
利
益
を
個
人
の
意
思
に
よ
っ
て
放
棄
で
き
る
と
す
る

こ
と
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
利
益
は
、
個
人
の
心
理
と

は
係
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
、
客
観
的
価
値
と
同
視
し
う
る
も
の

(
M
V
 

で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヶ
ス
ラ
l
の
言
う
利
益
複
合
が

放
棄
で
き
な
い
こ
と
と
同
じ
理
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
か
ら
、
メ
ツ
ガ
l
の

同
意
論
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
突
は
平
均
的
利
益
で
は
な
く
、
意
思
の

関
与
と
し
て
の
利
益
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

利
益
放
棄
に
同
意
の
実
質
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
心
理
ま
た
は

意
思
の
関
与
と
し
て
の
利
益
概
念
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
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に
対
し
て
、
複
合
的
あ
る
い
は
平
均
的
利
益
を
、
そ
の
利
益
主
体
の
意
思
に

よ
っ
て
放
棄
で
き
る
と
す
る
こ
と
の
内
に
は
、
論
理
的
不
整
合
性
が
存
在
す

る(

1

)

欠
。
虫
色
・
〔
阿
川
S
さと』凡
hEHhw時

h
〕・

ω
・
ωω
・
品
∞
一
-
こ
の
出
発
点
は
、
同

意
の
効
力
根
拠
を
法
律
の
目
的
の
中
で
発
見
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
結

果
で
あ
る
(
め
ゲ
《
r
ω
・
N∞
!ωN)。

(
2〉
開

r-L-ω
・印
H

(

3

)

開ゲ円山

-wω
・印
N
一
-
「
利
益
者
の
明
示
的
意
思
に
反
し
て
彼
に
押
し
つ
け

ら
れ
た
財
は
、
た
だ
ち
に
財
で
あ
る
こ
と
を
や
め
負
担
に
な
る
で
あ
ろ

う
」
と
も
言
う
(
伶
ゲ

p
・
ω・印
H
)
。

(
4
)
H
Wゲ門「

ω・印
N
・

(
5〉
何

σι
・∞
-

H
∞-

(
6
)
H
Wゲ
ι
・・

ω-Nω
・印日・

(
7
)
ζ
2向
。
ァ
円
h
Sる
宮
内
酔
〕
噌
∞
-
S∞
い
O
T
L。
2
・w
U芯
E
rぃ
o
r
t
sロ

C
口同伶円}回同白色
2HHOロ件。・

0ω

切仏.∞山
F
H山whN品噂

ω-NK悼∞
1M印。・

(
8
)
γ
向
。
刷
出
。
ァ
〔
h
Sる
H
R
F〕唱

ω
-
M
O叶

T
L
o
g
-噌
UFぬ
ω
ロ
σ』

o
r
t
s出

C
ロ
B
n
y
g巾
-
O
B
O
Z
o
-
∞
-
N
吋。
U
4
包
・
図
。
巳
間
-
p
m
-
。・・

ω
・
ロ

F

HNoro
ユ〈
O口
広
岡
匂
司
巳
・

b
s
h
H旬円
p
g
'句
、
白
¥
之
内
、
WH(切
2
-
5・
H甲
山

O)噌

ω
ι
.
N
.
ω
・
N品仏・

(

9

)

宮
民
間

R
-
U広
告

ε
m
z
z
g
dロ
円
四
円
宮
加

m
Z
B
E
F
ω
-
N吋吋・

(ω)
ノ
ル
は
、
利
益
を
客
観
的
に
理
解
す
る
場
合
、
被
害
者
の
同
意
は
決
し

て
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
利
益
の
不
存
在
を
怠
味
し
な
い
と
言
い
、

一
例
と
し
て
採
血
へ
の
同
意
を
挙
げ
る

(zo--・
〔
同
玄
里
之
と
h
s
c乙

ω・印
mw

同・)。
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法
的
保
護
の
対
象

同
意
を
利
益
そ
れ
自
体
の
放
棄
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
心
理
的
ま
た

は
意
思
的
利
益
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
は
た
し
て
そ
の
利
益

が
法
的
保
護
の
対
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
利
益
放
棄
説
の
可
否
は
こ
の
一
事

で
決
ま
る
。
そ
こ
で
や
は
り
ケ
ス
ラ
ー
も
、
刑
法
的
保
護
の
対
象
は
財
な
の

か
利
益
な
の
か
と
問
題
提
起
を
す
る
。
し
か
し
、
「
生
き
て
い
る
人
間
の
精

神
的
、
肉
体
的
感
覚
が
他
人
に
よ
る
侵
害
か
ら
守
ら
れ
る
」
こ
と
に
法
の
目

こ
れ
は
、
「
本
来
の
目
的
如
何
の
問
題
で
は

〔

2
〉

な
く
、
刑
法
の
文
言
如
何
の
問
題
に
し
か
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

的
を
置
く
彼
に
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
問
題
の
核
心
は
、
「
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
い
か
に
し
て
刑
法
的
禁

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

止
を
規
定
す
る
の
か
」

Tこ

と
え
ば
生
命
の
保
護
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
生
命
と
い
う
財
に
関
す
る
(
他

人
も
含
め
た
)
お
よ
そ
全
て
の
利
益
で
は
な
く
、
本
人
自
身
の
利
益
に
限
っ

て
保
護
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
財
産
犯
で
は
、
同
一
の
財
に

関
す
る
異
な
っ
た
利
益
の
侵
害
は
異
な
っ
た
犯
罪
を
形
成
す
る
こ
と
な
ど
を

(
5
)
 

挙
げ
て
、
以
上
か
ら
「
決
し
て
財
一
般
で
は
な
く
、
常
に
そ
れ
ぞ
れ
の
財
と

係
わ
る
無
数
の
利
益
の
一
あ
る
い
は
他
だ
け
が
、
一
定
の
刑
罰
法
規
の
保
護



客
体
で
あ
り
、
同
時
に
当
該
犯
罪
の
客
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
結
論

{
6
)
 

づ
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
的
保
護
の
対
象
が
財

で
は
な
く
利
益
で
あ
る
こ
と
は
、
「
法
律
の
明
示
的
言
い
回
し
」
か
ら
導
く

(
7
)
 

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
論
述
か
ら
、
そ
の
保
護
の
対
象
が
お
よ
そ
財
一
般
(
無
数

の
利
益
複
合
)
で
は
な
く
、
一
定
範
囲
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
が
心
理
的
利
益
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
証
明
さ
れ
て
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
財
を
保
持
す
る
利
益
者
の
考
え
う
る
最

大
の
保
護
は
、
「
利
益
者
の
意
思
を
も
っ
て
す
る
他
は
」
、
こ
の
財
に
危
険
で

あ
る
何
も
の
も
生
じ
な
い
よ
う
な
予
防
処
置
を
と
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と

(
8
)
 

述
べ
、
そ
し
て
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
不
可
侵
の
保
持
と
い
う
「
積
極
的
意

識
的
意
思
」
は
刑
罰
保
護
の
前
提
で
は
な
い
と
言
い
切
る
の
で
あ
る
か
ら
、

(1) 

こ
れ
は
人
間
感
覚
と
結
び
つ
い
た
心
理
的
利
益
の
自
殺
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

刑法における被害者の同意

ろ
う
。
同
意
論
の
分
野
を
別
と
し
て
、
法
的
保
護
の
対
象
一
般
の
問
題
と
し

Q て
と 1'1
】、

I)q 一寸

区立
よ桧
つ 丘卦

てゐ
批蚕

すF
FB5J 
I~- ¥， 、
IL¥ ---r 

理詩
的定
刊す
ハ a

盆u: ~ 

悲宗
主く あ

る
ケ」

スと
ラホ

カミ ニ
賞ツ
徹ヒ

し
て
い
な
か
っ
た
事
実
が
こ
こ
に
浮
び
上
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
メ
ツ
ガ
l

が
法
的
保
護
の
対
象
と
し
て
は
、
心
理
的
利
益
概
念
に
到
達
し
え
な
か
っ
た

事
実
と
よ
く
符
合
す
る
。
と
す
れ
ば
保
護
の
対
象
は
・
メ
ツ
ガ
l
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
従
っ
て
、
複
合
的
あ
る
い
は
平
均
的
利
益
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
こ
の
限
り
で
は
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
っ
て
正
し
く
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

お
よ
そ
財
一
般
に
係
わ
る
全
て
で
は
な
く
、
一
定
範
囲
と
限
定
す
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
こ
の
一
定
限
度
の
複
合
的
あ
る
い
は
平
均
的
利
益
の
対
象
・

状
態
を
特
に
「
財
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ま
た
財
が
対
象
と
な
る
と
言
っ
て
も

ょ
い
と
思
わ
れ
る
。

(

1

)

列
島
-
o
p
Q
U
n
y
g
m
E〕・
ω
-
H
H
0
・
こ
こ
で
の
「
財
」
の
意
味
は
、

心
理
的
利
益
の
対
象
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
利
益
と
問
時
存
在
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
利
益
説
か
ら
法
益
説
へ
向
け
て
の
問
題

提
起
で
あ
る
の
で
、
複
合
的
あ
る
い
は
平
均
的
利
益
の
対
象
と
し
て
の

財
と
理
解
し
て
初
め
て
こ
の
択
一
に
意
義
が
生
ず
る
。

(
2
〉
何
ゲ
P-ω
・
]
F
H
H
-

(
3
)

何})仏・・

ω・]戸叶・

(
4
)
H
W
ゲ仏・・

ω・]戸∞

(
5
)
H
W
E
-
-

∞-
H

5

・
そ
の
他
に
女
性
の
性
的
名
誉
に
つ
い
て
も
同
様
の

分
析
を
加
え
て
い
る
な
σ
L
-
ω
・
H
N
O
)
。

(

6

)

何ゲ
L
・

(
7
)
H
W
ず
仏
こ
う
し
て
ケ
ス
ラ

l
は
、
法
律
学
は
「
財
の
保
護
」
か
ら
で

は
な
く
、
「
利
益
の
保
護
」
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
(
欠
。

2
2・〔
h
S里
ミ
ロ
h
さ
6
h〕噌

ω・印、吋)。

(
8
)

何ゲ《
]

E

・

ω・
日
H
-
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研究ノート

〈

9
)
本
稿
前
章
第
一
節
一
、
二
注
(

3

)

参
照
。

(
印
)
図
。
ロ
仲
間
噌
出
-
F
。・・

ω・斗。・

括

主
観
的
利
益
概
念
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
同
意
を
利
益
放
棄
と
把
握
し
、
そ

こ
か
ら
悶
意
の
効
力
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
容
易
と
考
え
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
刑
法
的
保
護
の
対
象
は
、
主
観
的
利
益
で
は
な
く
て
、
客
観

的
利
益
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
客
観
的
利
益
概
念
か
ら
議
論
を

進
め
る
と
、
今
度
は
、
同
意
に
よ
る
利
益
放
棄
の
証
明
が
不
可
能
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
個
人
の
主
観
に
よ
っ
て
放
棄
で
き
な
い
こ
と
が
こ
の
概
念
の
内

容
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
利
益
概
念
を
前
提
と
す
る
限
り
、
被
害
者
の

同
意
に
よ
っ
て
利
益
は
欠
如
せ
ず
、
同
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
益
ま
た
財

す
な
わ
ち
、
「
法
益
の
存
在
」
と
「
法
益
の

侵
害
」
と
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
意
の
効
力
根
拠
は
他
の

は
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

方
法
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
利
益
機

念
を
採
る
に
せ
よ
、
利
益
放
棄
説
は
支
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(

1

)

吉
凶
宣
之
「
違
法
性
に
お
け
る
結
果
無
価
値
一
元
論
批
判
|
被
害
者

の
承
諾
を
め
ぐ
っ
て

l
」
(
『
法
学
新
報
』
八
五
巻
一

O
l
一
一
一
号
・
一

九
七
九
〉
一
四
四
頁
参
照
。
な
お
同
意
効
力
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

「
物
の
法
益
性
」
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

第
二
節

法
的
保
護
放
棄
説

北法3lC1・224)224

同
意
の
効
力
が
利
益
放
棄
か
ら
、
す
な
わ
ち
法
的
保
護
の
客
体
か
ら
説
明

で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
次
に
同
意
と
法
的
保
護
そ
れ
自
身
と
の
関
連
を

考
察
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
利
益
放
棄
説
の

前
史
を
成
す
、
た
と
え
ば
ベ
ル
ナ
l
(
図
。

E
2
)
に
代
表
さ
れ
る
権
利
放
棄

説
へ
の
回
帰
は
、
こ
の
視
点
の
推
移
に
逆
行
す
る
も
の
と
し
て
賛
成
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を
問
題
と
す
る
以

上
、
刑
法
的
保
護
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
民
法
的
保

護
を
考
え
る
ツ
ィ
テ
ル
マ
ン

(
N
5
]
B
Eロ
)
の
法
律
行
為
説
は
、
方
法
論

的
誤
り
を
犯
す
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
。
以
上
の
経
過
を
踏
ま
え
て
、
今

日
の
ド
イ
ツ
で
は
「
法
的
保
護
放
棄
説
」
が
比
較
的
支
配
的
に
な
っ
て
い

る。
た
と
え
ば
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ

(YPRRY)
は
、
「
被
害
者
の
同
意
は
、
刑
法

に
重
要
な
限
り
で
、
威
嚇
法
益
の
法
的
保
護
放
棄
の
た
め
に
規
範
が
後
退
す

る
場
合
で
あ
る
」
と
一
五
日
。
ま
た
レ
ン
ク
ナ
l
(
ピ
ロ

n
E
2
)
は
、
端
的
に
、

「
違
法
性
阻
却
的
同
意
は
、
そ
の
本
質
に
従
う
と
法
的
保
護
の
放
棄
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。
傷
害
罪
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
も
こ

の
考
え
を
支
持
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
「
い
ず
れ
に
し
ろ
、
刑
法
二

二
六
条

a
の
同
意
と
し
て
考
慮
で
き
る
の
は
、
法
益
の
担
い
手
が
誤
解
す
る



こ
と
な
く
、
法
益
を
、
従
っ
て
刑
法
二
二
六
条

a
の
場
合
に
は
身
体
の
不
可

侵
と
健
康
と
を
、
一
定
の
他
人
の
影
響
に
放
棄
す
る
と
、
そ
し
て
そ
の
限
り

で
刑
法
的
保
護
も
放
棄
す
る
と
告
知
す
る
行
為
に
限
ら
れ
る
」
と
。

こ
の
主
張
の
特
色
は
、
法
的
保
護
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
被
害
者
の
意

〔

S
V

思
を
、
法
的
保
護
そ
れ
自
体
と
直
接
に
結
合
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か

し
残
念
な
こ
と
に
こ
の
法
的
保
護
放
棄
説
は
、
「
な
ぜ
私
人
の
放
棄
が
、

家
の
基
本
的
に
は
公
法
的
な
保
護
義
務
に
反
し
て
貫
徹
さ
れ
る
の
か
」
と
い

う
問
い
に
対
し
て
、
十
分
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
腕
曲
的

な
が
ら
も
そ
の
解
答
を
見
つ
け
出
す
な
ら
ば
、
「
同
意
が
行
為
か
ら
、

も
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
原
則
的
に
付
着
す
る
重
大
な
反
風
俗
性
を
取
り
去
る
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
風
俗
秩
序
の
援
用
に
よ
る

解
決
は
、
法
的
保
護
の
放
棄
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
お
ら
ず

(1) 

説
得
力
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
は
、
法
的
な
問
い
に
対
す
る
返

刑法における被害者の同意

答
は
、
法
領
域
か
ら
為
さ
れ
る
べ
き
で
、
倫
理
領
域
か
ら
の
提
示
に
待
つ
べ

き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
右
の
批
判
に
目
を
つ
ぶ
る
と
し
て
も
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ど
う
し
て
同
意
に
よ
っ
て
反
風
俗
性
が
除
却
さ
れ
る
の
か

と
い
う
問
題
が
残
る
し
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
も
一
不
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
法
的
保
護
放
棄
説
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
そ
の
根
拠
の
説
示
で
あ

る
。
た
だ
し
十
分
な
解
答
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て

こ
の
見
解
の
否
定
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
法
的
保
護

の
側
面
に
日
を
向
け
た
こ
と
は
、
被
害
者
の
同
意
の
解
明
に
新
た
な
手
掛
か

り
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
大
き
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

国

ハ
1
)
〉戸ゲ巾
H
A
H
-
ユ
向
島
同
庁
ゲ
切
開
門
口
21・
h
同旨輔、内
w
R
n
p
n
p
w
柄
。
町
宮
町
柏
町
、
x
q
H

九辺、島、
.2円、
wH2・
5
・K

戸
己
出
・
(
戸
内
凶
回
目
邑
四

L
∞坦∞)・

ω・
由
由
同
・
権
利
を
譲

渡
あ
る
い
は
放
棄
で
き
る
も
の
(
財
産
権
、
倫
理
的
性
質
に
反
し
な
い

限
り
で
名
誉
・
人
絡
的
自
由
等
)
と
で
き
な
い
も
の
と
に
二
分
し
て
、

前
者
に
つ
レ
て
の
同
意
は
権
利
侵
害
を
排
除
す
る
と
構
成
す
る
も
の
で

あ
る
。
権
利
侵
害
を
排
除
す
る
理
由
と
し
て
は
、
=
〈

c
r
E
-
ロ
C
ロ

m
W

5
2ユ
へ
と
い
う
法
諺
に
触
れ
る
に
止
ま
り
、
実
質
的
説
明
は
為
さ
れ

て
い
な
い
。
権
利
の
処
分
可
能
性
と
い
う
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

2

)

肘

E
2
N
X
O吉
田
口
P
h
E
M忌
宮
、
札
問
、
唱
で
定
旬
、
、
町
内
暑
さ
忌
』
草
子

句
も
苫
礼
儀
者
、
み
』
V
R

刷
、
宮
内
除
白
宮
崎
弘
司
遣
h
w
h
w
N
W
A
M

昌
弘
、
h
h
，，k
曲、円
b
e
¥見、
R

足。

円
九
号
制
ご
師
三
崎
町
宮

H
J
b
H
U
3
3
5
5間
g
L
g
g
-
ω
・
令

IHS-
ツ
ィ

テ
ル
マ
ン
は
「
違
法
性
阻
却
は
、
同
意
の
直
接
的
内
容
で
は
な
く
、
同

意
に
よ
っ
て
同
意
の
受
取
人
が
行
為
を
実
行
す
る
権
利
を
保
持
し
た
と

い
う
結
果
で
あ
る
」
と
言
う
(
与

p.ω
・

8)。
開
σ。ロ凹
C

M

N

巳
ロ
ゲ
阻
止

明，

B
ロ
r・
N
u
b
h

句
マ
白
¥
h
a同H
N
』va円
旨
¥
ミ
、
札
白
h

b

s
ミ崎町』回一時均三円』
y

ロ
1HA-
〉
己
出
・
(
吋
回
目
】
百
四

2
・
5
5
)・
〈
D
同
・
申
印

H・
HHTω
・
5
申
『
・
(
以

下
〔
句
旬
、
白
¥
h
sミ
N
守宮町、
H
U

と
略
す
ご
仏
国
間
開
開
閉
ロ
出
。

Em-
担-白・

0
・・

ω・日
ω'HE1広
印

u
z
c
z・門町民苫
E
E
h
g
h
u
-
ω
・
岳
山
冨
O
N
m
m
p
目
。
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第
三
節

法
政
策
的
見
解

個
人
の
意
思
に
よ
る
法
的
保
護
放
棄
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
法
的
保
護
放

棄
説
自
身
は
十
分
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
イ
ス
の

(
1
}
 

刑
法
学
者
ノ
ル

(zo--)
の
見
解
が
、
本
人
の
意
図
と
は
別
に
、
こ
れ
に
対

し
て
一
定
の
解
答
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
ノ
ル
の

見
解
か
ら
始
め
て
、
個
人
の
意
思
と
法
的
保
護
と
の
関
係
に
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。

ノ
ル
は
ま
ず
、
被
害
者
の
同
意
を
「
被
害
者
の
評
価
に
よ
る
違
法
性
阻
却

(
F
n
z
pユ
仲
間

g
m
E
n
r
巧
2
Z口
問

仏

2
〈

2
r
E
g
)」
事
由
と
位
置

(
2
)
 

づ
け
、
そ
し
て
そ
の
違
法
性
阻
却
根
拠
を
「
個
人
の
自
由
」
と
い
う
観
点
か

(11 

ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
法
益
の
侵
害
に
有
効
に
同
意

刑法における被害者の同意

で
き
る
可
能
性
を
「
個
人
の
自
由
の
一
部
」
と
捉
え
た
上
で
、
こ
の
自
由
は

「
法
秩
序
が
や
は
り
ま
た
保
護
す
る
一
つ
の
価
値
で
も
あ
る
」
と
し
て
、
そ

の
点
に
被
害
者
の
主
観
的
判
断
を
国
家
が
承
認
し
て
法
的
保
護
を
回
避
す
る

理
由
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
個
人
の
自
由
と
い
う
価
値
を
国
家

が
ど
の
程
度
承
認
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
ノ
ル
は
、
法
律
の
客

観
的
評
価
と
被
害
者
の
主
観
的
評
価
と
の
関
係
が
決
定
的
で
あ
っ
て
、
後
者

が
前
者
に
近
づ
く
程
、
違
法
性
阻
却
事
由
た
る
適
格
が
高
ま
る
と
答
え
る
。

こ
れ
を
ノ
ル
の
言
葉
を
借
り
て
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な

【

Kω
】

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
「
行
為
の
目
的
」

を
勘
案
し
て
、
「
自
己
の
法
益
処
分
と
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
目
的
実

現
と
に
対
す
る
被
害
者
の
自
由
」
と
い
う
価
値
が
、
「
侵
害
行
為
の
結
果
無

価
値
、
行
為
無
価
値
そ
し
て
情
操
無
価
値
」
を
少
な
く
と
も
消
滅
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
、
と
。
な
お
ノ
ル
は
、
右
の
衡
量
過
程
を
「
侵
害
の
重
大
性
と
そ

の
目
的
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
せ
て
い
る
。

ノ
ル
の
主
張
の
特
徴
は
、
一
つ
に
、
被
害
者
の
主
観
的
評
価
を
法
律
の
客

観
的
評
価
と
い
う
上
位
命
題
に
包
摂
さ
せ
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
お
い
そ

し
て
他
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
個
人
の
「
法
益
処
分
の
自
由
」
を
法
益
か

ら
独
立
し
た
価
値
と
想
定
し
、
し
か
も
こ
の
価
値
を
法
律
か
ら
論
理
的
に
演

鐸
さ
れ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
広
く
評
価
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
も
の

と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
ド
イ
ツ
の
学
説
に
も
受
け
入
れ
ら

れ
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
(
』

2口
町

2r)、
ツ
ィ
プ
フ

(
N
志
向
)
等
に
よ
っ
て
「
法

政
策
的
思
考
」
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ノ
ル
が
こ
の
価

値
な
い
し
利
益
衡
量
を
、
「
同
一
個
人
に
帰
属
す
る
」
具
体
的
衡
量
と
考
え

た
の
に
対
し
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
夕
、
ッ
ィ
プ
ブ
は
社
会
的
観
点
を
強
調
し
て
、

次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
個
人
の
自
由
の
妨
げ
ら
れ
な
い
行
使
そ

れ
自
身
が
、
自
由
な
法
治
国
家
に
お
け
る
社
会
的
価
値
と
み
な
さ
れ
」
、
ま

北法31(1・227)227
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さ
に
こ
の
個
人
の
法
益
処
分
の
自
由
が
、
「
法
益
の
保
持
に
関
す
る
共
同
体

の
利
益
」
、
あ
る
い
は
刑
罰
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
「
法
益
の
社

会
除
価
値
」
に
対
附
す
る
の
で
あ
引
?
と
。
そ
の
際
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
は
こ
の

対
崎
を
、
ノ
ル
同
様
具
体
的
衡
量
と
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
ツ
ィ
プ
フ
は
こ

の
点
で
は
同
列
な
っ
て
、
個
人
の
処
分
権
限
の
「
抽
象
的
」
承
認
の
問
題
と
規

定
す
る
。
ま
た
ツ
ィ
プ
フ
は
こ
れ
を
特
に
「
憲
法
上
の
利
益
衡
量
」
と
呼
ん

で
い
る
。

(
1
〉

zo---
〔
阿
川
ミ
さ
む
と
h
s
p
h〕"山口

mσ
・
ω・印申

1
1
]
{
ω

申・

〈

2
〉
こ
れ
は
「
客
観
的
評
価
に
よ
る
違
法
性
阻
却
(
列

R
E
P
-
-関口口問

E
n
y
oゲ
]
o
r
t
s
円
当
2
Zロ
悶
)
」
に
対
比
さ
れ
る
概
念
で
あ
る

(OE--

ω・品
MY
印由)。

(
3
〉
H
W
ゲ品・・

ω・叶品問・

(

4

)

何

rp.ω
・
品
。
ア
∞
品
・

(
5
)
ノ
ル
は
行
為
の
目
的
を
、
「
同
意
者
及
び
そ
の
同
意
に
従
っ
て
実
行

す
る
行
為
者
が
、
い
か
な
る
価
値
を
い
か
な
る
価
値
の
た
め
に
犠
牲
に

す
る
の
か
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
換
え
る
が
(
め
ゲ

p-ω
・
∞
ご
、
こ
の
目

的
に
、
主
観
(
た
と
え
ば
動
機
)
、
客
観
(
行
為
の
客
観
的
意
義
)
の

阿
方
を
含
ま
せ
る
意
図
で
あ
る
(
後
注
(

6

)

参
照
)
。

(

6

)

H

W
ゲ
ι-wm山
・
叶
印
・
ノ
ル
は
実
質
的
不
法
を
結
果
無
価
値
一
元
論
か
ら
説

明
す
る
試
み
を
放
棄
し
、
多
元
論
的
に
各
種
の
価
値
侵
害
と
し
て
構
成

す
る
。
そ
れ
故
行
為
の
合
法
性
要
件
と
し
て
、
結
果
無
価
値
(
法
益
侵

害
)
、
行
為
無
価
値
(
人
倫
な
い
し
そ
こ
か
ら
演
鰐
さ
れ
た
義
務
の
違

反
)
そ
し
て
情
操
無
価
値
(
動
機
・
傾
向
)
の
全
て
の
消
滅
を
要
求
す

る
の
で
あ
る

(orp.ω-N∞
l印品)。

(
7
)
開

r
p・
ω・叶印・

(

8

)

ザ
ウ

7
1
3
2
2
)
も
、
同
意
を
優
越
利
益
原
則
の
現
象
形
態
と
捉

え
て
い
る
(
ヨ

-
E
B
F
S
H
-
h
N喝
さ
町
民
ま
め
同
号
、

R
P
E
S
R

U
・〉己出・・

ω
2
-
F
呂
田
・
∞

-Ha
ご
。
ま
た
同
意
の
目
的
説
へ
の
包

摂
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
ピ

ωNFmw・国・

0.ω
・
HElH印
由
を
参
照
。

(9)Zo---
〔
h
Sさ
と
ロ
h

S戸巴・

ω・吋印・

(
凶

)LrenronF
門

h
Sユ
号
、
町
〕
・

ω・
ωCω
・
〉
ロ
ヨ
・

su
白
色
ロ
N
N
J同

陶
芸
さ
む
た
h
S
F喝
さ
え
勾
な
匙
。
と
話
、
ENhw室
、
叫
遣
~
辺
、
AH¥之内
ha

(
Z
2
1
0仏
.
∞

2
-
E
U
H
S
O
)・
ω
ω
N
ハ
以
下
〔
同
町
S
さ
む
と

h
S
H
h〕

と
略
す
)

U

〔
冨

2
5
n
v
-
N
H
U
O・
ω-Nω
斗
同
・
ま
た
日
本
で
は
、
木
村

博
士
が
目
的
説
の
立
場
に
立
ち
、
「
法
益
の
処
分
権
の
保
護
」
に
同
意

の
効
力
根
拠
を
求
め
ら
れ
る
(
木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』
有
斐
閣
・
一

九
五
九
、
二
八
七
頁
)
。
な
お
、
金
沢
文
雄
「
人
体
実
験
の
適
法
性
の

限
界
」
鴨
・
斎
藤
・
団
藤
・
平
場
・
福
田
編
『
刑
法
と
科
学
法
律
編

値
松
博
士
還
暦
祝
賀
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
二
二
一

O
I
一
一
一
一
頁

参
照
。
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叫

)
M
M
2
2
z
c
-
f
d
σ
2
m
g
S江戸口
yo
玄
ニ
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2
5
M
m∞間同出口仏
m山
田
己
田

2
2
H
E
L
m
H昨
S
C
R
E
E
-
N
2
4司
回
仏

-g-
巴
叩
品

"ω-H
∞ω
(以
下

〔
玄
ニ
仏

2
ロロ間
ω
m
Bロ
LOU
と
略
す
)
山
《
同

R
m・-、
H
a
a
r
g
gロ
ι
ロロ仏

国

N
R
Y
E
-
L
H仲
間

r
z
-
E
O
巧
2
g
r
a
m
g
m
m
r
H
V
ユロ
NM℃
骨
円



は)

monzrEmzロ四
-
N
3
4弓

E
-
3・
5
8・
ω・
5
(以
下
〔
叶
え
・

σ
2
S
D
L〕
と
略
す
)
.

(
ロ
)
旬
。
田
口
r
o
n
-
p
n
h
問、w、
守
宮
内
リ
』
W

〕・

ω
・
ω

。ωw
N
F
司
戸
門
町
凡
苫
富
む
と
h
R
詰均〕・

ω・
ωN・

(
臼
)
そ
の
結
果
ツ
ィ
プ
フ
は
、
同
意
を
具
体
的
価
値
衡
量
で
あ
る
違
法
性

の
領
域
で
は
な
く
、
構
成
要
件
充
足
の
場
で
扱
う
の
で
あ
る

(
N
弓
F

Q
円
な
さ
之
と
h
R高
h
〕・

ω・印∞
1
8
)
0
0
ω
問。問。口一『
g
n
7
2
r
・
〔
h
問、町、.

~v
ミ円
EF
〕・
ω
-
U
C
H
-

(

M

)

開

E
・・
ω
-
U
N
-

合
・
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
二
条
一
項
は
、

「
各
人
は
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
せ
ず
、
か
っ
、
憲
法
的
秩
序
ま
た
道

徳
律
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
人
格
の
自
由
な
発
展
を
目
的
と
す
る

権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
が
(
山
田
成
訳
宮
沢
俊
義
編
『
世
界

憲
法
集
第
二
版
』
岩
波
文
庫
・
一
九
七
六
、
一
六

O
頁
)
、
こ
の
基

本
権
も
、
た
と
え
ば
刑
法
な
ど
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
る
(
同
法
一
九
条
)
。
こ
こ
に
ツ
ィ
プ
ブ
が
指
摘
し
た
憲

法
上
の
衡
量
の
契
機
が
あ
る
の
で
あ
る
。

刑法における被害者の同意

法
政
策
的
見
解
の
理
論
構
成
は
、
被
害
者
の
同
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果

無
価
値
が
発
生
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
法
益
の
侵
害
」
が
肯
定
さ
れ
る
こ

と
を
第
二
附
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
は
、
我
々
が
出
発
点
と
し
て
選
択

し
た
客
観
的
利
益
・
財
概
念
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
承
認
で
き
る
し
、
そ
れ
が
ま

た
法
的
保
護
放
棄
説
へ
の
移
行
の
動
闘
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
次
に
/

ル
等
は
、
法
益
に
対
峠
す
る
価
値
と
し
て
法
益
を
処
分
す
る
自
由
を
掲
げ
る

が
、
こ
の
結
論
を
導
く
第
二
の
前
提
と
し
て
、
法
益
を
処
分
す
る
自
由
が
法

益
そ
れ
自
身
か
ら
独
立
し
た
価
値
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け

{
2
}
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
財

概
念
は
そ
の
内
包
と
し
て
、

既
に
主
体
に
と
っ
て
の
「
使
用
の
可
能
性
」
、

従
っ
て
処
分
の
可
能
性
を
予
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
処
分
の
可
能
性
を
離

れ
た
と
こ
ろ
に
財
の
価
値
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
処
分
の
可
能
性
を
法
制
度
的
に
保
障
す
る
の
が
「
自
由
」
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
処
分
の
自
由
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
や
は
り
ま
た
財
の
価
値
は
想
定

さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
財
を
処
分
す
る
自
由
の
有
す
る
価
値

と
は
、
ま
さ
に
あ
る
主
体
に
対
し
て
財
自
身
が
持
つ
価
値
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
法
益
処
分
権
を
法
益
に
対
附
す
る
価
値
と
し
て
把
握

(
S
}
 

す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
、
ツ
ィ
プ

フ
は
、
「
法
益
の
保
持
に
関
す
る
『
共
同
体
の
利
益
』
」
と
「
『
社
会
的
価
値
』

と
し
て
の
法
益
処
分
権
」
と
を
対
抗
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ノ
ル
の
価
値

衡
且
且
に
対
し
て
為
さ
れ
た
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
な
る
程
こ

の
点
に
関
す
る
批
判
の
回
避
に
は
成
功
し
て
い
る
。
衡
且
且
の
基
礎
に
個
人
的

価
値
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
社
会
的
価
値
を
置
く
か
は
、
そ
れ
自
体
一
個
の

北法31(1・229)229
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問
題
で
あ
り
、
別
に
詳
し
い
考
察
を
必
要
と
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
少
な

く
と
も
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
、
ツ
ィ
プ
フ
の
試
み
は
、
ノ
ル
の
個
人
主
義
的
構
成

を
否
定
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
必
ず
し
も
ノ
ル
と
同
枠
の
理
論
構
成
と
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
る
に
し
ろ
、
法
政
策
的
見
解
の
核
心
は
、
法

益
処
分
権
が
個
人
の
自
由
の
一
部
と
し
て
憲
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
否
定
で
き
な
い
事
実
で
も
あ

る
。
し
か
し
、
法
益
処
分
権
の
価
値
が
法
益
そ
れ
自
身
の
価
値
と
等
置
さ
れ

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
い
ま
必
要
な
の
は
、
法
益
処
分
権
を
単
な
る
対

崎
価
値
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
法
益
構
造
内
に
位
置
づ
け
て
構

成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
社
会
的
価
値
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
こ
の
批
判

を
か
わ
す
と
し
て
も
、
同
意
の
効
力
根
拠
を
説
明
す
る
の
に
、
個
人
の
自
由

が
法
政
策
と
し
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
は
説
得
力
を
欠

き
、
決
し
て
十
分
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
法
政
策
が
現
行
刑
法
の
法
的
保

護
の
中
に
い
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
、
更
に
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
〉
法
政
策
的
見
解
は
法
的
保
護
放
棄
説
と
同
じ
立
場
か
ら
出
発
し
て
い

る
(
〈
m--ω
片
岡
釦
件
。
ロ
唱
。
ュ
F

h円。
hw込
書
リ
h
p
N
.
〉
口
出•. 

5
叶
A
Y
ω
H
N
U

ー
な
お
本
稿
本
章
第
二
節
注

(
9
〉
参
照
〉
。

(

2

)

本
稿
前
章
第
一
節
一
参
照
。

(
3
)
P
E
F
2
〉
H
N
T

き
同
町

3
5
g
h川
崎
町
室
、
問
、
町
民
古
里
民
同
町
民
室
主

(
明
司
自
民
ロ
ユ
曲
目
冨
巳
P
巴
叶
O
)
・
ω・
怠
・
怠
-

(
4
〉
本
稿
次
章
第
三
節
参
照
。

(

5

)

従
っ
て
、
ヴ
エ
セ
ル
ス
(
巧

g
見
-m)

が
法
的
保
護
放
棄
説
を
法
政

策
的
見
解
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
る
の
は
、
そ
の
限
り
で
は
正
し
い
も
の

を
含
ん
で
い
る
(
毛
・

τ
E
5
2
当
g
m
r・
hrpE偽
名
宜
主
H
F

'切マ
b-
子同町、
wH・
入
占
・
吋
--u・
〉
ロ
品
目
・
同
日
-
回
門
ロ
7
0
・
5
叶
ω噌

ω
・日
ω)。
〈
間
一
-

〔Y
向岱ロ『
mwnr'NF-M
同〕・

ω-Nω
∞・

(

6

)

ケ
ス
ラ
ー
が
同
意
の
効
力
を
法
律
の
目
的
と
の
関
係
か
ら
説
明
し
た

の
に
対
し
て
(
列
。

2
2・
〔
同
芯
里
民
同
町
民
h
s
d
h〕・

ω
ω
∞・

ωN)、
ノ
ル
は
、

同
意
の
効
力
根
拠
で
あ
る
個
人
の
自
由
を
法
律
か
ら
直
接
演
鐸
し
よ
う

と
は
し
て
い
な
い

(
Z
c
=・〔同
W
R

苫里之町民
h
R
W
N
h
〕
-ω
・叶印)。

の
態
度
に
は
疑
問
が
あ
る
。

し
か
し

第
四
節

法
的
保
護
不
要
説

法
的
保
護
放
棄
説
に
結
果
に
お
い
て
実
質
的
理
由
づ
け
を
与
え
る
も
う

つ
の
主
張
は
、
次
に
見
る
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト

(
ω
R
R
Oロ君。
2
F
)
、
シ

ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

1
3
n
F
B
E
Eロ
師
団
円
)
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
こ

の
最
近
有
力
に
説
え
ら
れ
て
い
る
見
解
の
功
績
は
、
一
言
で
言
っ
て
、
法
的
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保
護
の
目
的
の
考
察
を
通
し
て
、
再
び
法
的
保
護
の
対
象
自
体
に
疑
問
を
投

げ
か
け
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
本
節
で
も
こ
の
点
に
的
を
絞
っ
て
議
論
を
進
め

て
い
き
た
い
。

シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
、
違
法
性
阻
却
的
同
意
は
、
本
人
が
欲
す
る

時
の
み
法
的
に
保
護
さ
れ
る
法
益
の
場
合
に
存
在
し
、
こ
の
場
合
の
同
意
は

「
客
体
の
法
的
保
護

2
2
5
n
r
E
n
y
o
p
r
E
N
仏

2

。ε。Z
2
)」
を
排

除
す
る
と
捉
え
る
。
し
か
し
彼
は
更
に
、
違
法
性
阻
却
的
同
意
に
際
し
て
本

人
の
意
思
は
、
法
的
保
護
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ま
た
「
保
護

客
体
」
に
も
帰
属
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
他
人
を
彼

の
領
域
に
お
い
て
は
、

自
己
答
責
的
本
質
と
し
て
承
認
せ
よ
」
と
い
う
命

令
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
演
縛
さ
れ
る
「
他
人
の
利
益
領
域
へ
の
侵
襲
の
禁

止
」
と
い
う
形
式
で
示
さ
れ
る
、
人
間
間
行
為
の
根
本
規
範
が
、
彼
の
理
解

(1) 

に
従
え
ば
、
社
会
倫
理
領
域
の
み
な
ら
ず
、
法
秩
序
に
お
い
て
も
妥
当
す
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
法
の
任
務
は
、
こ
の
根
本
規
範
か
ら
の
命
令
・

刑法における被害者の同意

禁
止
に
対
応
し
て
、
「
各
個
人
の
自
律
性
(
〉
己
D
ロ
C
B
5
ι
2
E
S己
官
?

ω
ロロ

-krroF同
)
」
を
そ
の
ひ
ど
い
無
視
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求

め
ら
れ
、
そ
れ
は
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
本
人
の
意

思
が
保
護
客
体
に
帰
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し

彼
は
ケ
ス
ラ
ー
の
よ
う
に
、
保
護
客
体
を
「
本
人
の
意
思
」
だ
け
に
限
ろ
う

と
は
せ
ず
、
自
律
的
人
格
た
る
他
人
の
無
視
に
よ
る
財
・
利
益
の
侵
害
が
不

法
を
構
成
す
る
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
律
的
人
格
と
し
て
の
他
人
の

無
視
は
、
そ
の
他
人
の
財
あ
る
い
は
利
益
の
侵
害
の
中
で
「
実
現
さ
れ
る
」

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
人
が
自
己
答
責
的
人
格

と
し
て
侵
襲
に
同
意
す
る
時
に
は
、
財
・
利
益
の
侵
害
の
中
に
「
自
己
決
定

(ω
巳
σω
手
g
t
g
g
E口
問
)
」
の
無
視
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
故
ま
た
不
法
も
存
在

し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
本
人
の
意
思
も
保
護
客
体
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
結
果
、
違
法
性
阻
却
的
同
意
は
保
護
法
益
の
部
分
的
欠
落
を
導
き
、

そ
の
他
に
法
的
保
護
を
消
滅
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
「
保
護
客
体
」
が
部
分
的

に
欠
落
し
、
「
攻
撃
客
体
」
は
法
的
保
護
を
喪
失
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ラ

1
テ
ン
ベ
ル
ト
が
、
財
・
利
益
と
個
人
の
意
思
・
自
己
決
定
と

を
対
等
に
評
価
し
て
保
護
客
体
に
取
り
入
れ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
に
よ
り

一
一
層
の
比
重
を
置
く
見
解
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る

に
至
り
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
「
法
益
」
と
い
う
概

念
の
基
礎
に
は
「
財
」
と
い
う
一
般
的
な
概
念
が
存
す
る
が
、
ま
た
同
時
に

そ
の
概
念
は
、
「
こ
の
財
に
帰
因
し
、
か
つ
全
て
の
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る

尊
重
要
求
(
〉

n
Zロ
ロ
四
回
目
白
官

57)
を
も
内
包
す
る
」
。
従
っ
て
法
益
は
、

こ
の
財
に
帰
国
し
て
い
る
「
尊
重
要
求
」
に
反
し
て
行
為
が
行
な
わ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
侵
害
」
さ
れ
る
に
至
る
。
客
観
的
に
は
法
益
の
客
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研究ノート

(
叫
)

体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
行
為
が
存
在
し
て
も
、
「
客
体
に
係
わ
る
尊
重
要
求

が
個
人
の
自
律
領
域
に
あ
り
、
か
っ
こ
の
個
人
が
相
当
な
方
法
で
行
為
に
同

意
す
る
時
に
は
、
法
益
の
侵
害
は
存
在
し
な
い
」
。

な
ぜ
な
ら
、
本
来
意
図

(
日
〕

さ
れ
て
い
る
「
尊
重
要
求
」
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ

の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
最
終
的
に
、
本
人
の
同
意
に
よ

っ
て
「
法
益
要
求

(
m
o
n
E
ω
m
E
S
E宮
R
rど
が
欠
如
し
、
既
遂
犯
と
し

て
の
構
成
要
件
的
「
法
益
侵
空
己
が
排
除
さ
れ
石
山
と
結
論
e

つ
け
る
の
で
あ

る。
以
上
雨
名
の
見
解
は
、
個
人
の
自
由
を
強
調
す
る
点
で
は
ノ
ル
と
共
通
す

(
日
)

る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
説
示
す
る
方
向
は
大
き
く
具
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
個
人
の
自
律
性
を
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
財
・
利
益
と
並
列
的

に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
財
・
利
益
よ
り
上
位
的
な
も
の
と
し
て
、
し

(
H
)
 

か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
法
益
構
造
内
に
位
霞

ε
つ
け
て
い
る
。
個
人
の
意
思
を
保

護
客
体
論
の
中
で
展
開
し
よ
う
と
い
う
限
り
で
、
そ
こ
に
は
ケ
ス
ラ
ー
へ
の

回
帰
が
一
不
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

(
1
)
ω
R
R
Oロ
君
。
ュ
Y
門
司
氏
ロ
N
S目。ロ
νω-AHHl吋
()ULO
円印
--hh向暑、守宮内』
3
・

N-
〉口出・・

ω
・
HNNiHN由一一開
σ
2
7目円仏
ω
n
r
g丘町
M

間口由。ァ

h辺、
b-守司円
MHH-

h
・同
44N-
〉
口
出
・
(
吋
巳
出
口
問
。
P
H申斗印)・

ω
・
Nミ
N叶
由
(
以
下
〔
h
S一下

宮
内
砕
〕
と
略
す
ご
〈
間
-
-
E
o
S
E
E
S
-
N
V司
、
ミ
g

h同
町
白
書

句
旬
、
む
¥
芯
HFSH白
き
片
言
¥bN句
、
同
以
諸
君
凡

~~F判
官
詰

h
n
e旬勾魚川町』
WHhhRH旬白

H
w
d
h
s、h明(吋
B
Z口問。
P
]
F山由、吋())・

ω
・
H
R
.

(

2

)

こ
れ
に
対
し
て
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
は
「
法
的
保
護
の
客
体

(
岳
曲
。

ε。
宮
内
山
内
出
円
。
n
z
z
n
Zロ
ω
n
r
z同N何
回
)
」
を
排
除
す
る
と
説
明

す
る

(ω
ロ
巳

g唱
EHF-
門
司
ロ
ロ
N仔
広
口
〕
・

ω
・品
N)。

(
3
)
H
W寸仏・・

ω
・
AHω
・

(

4

)

従
っ
て
財
は
、
そ
れ
が
他
人
の
人
格
領
域
に
M

附
属
す
る
こ
と
に
よ

り
、
「
他
人
の
」
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
不
可
侵
と
い
う
性

絡
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る

S
E
-
ω
・
怠
)
。
〈
田
戸
田
自
ω

巧
巳
No--

U
白
的
苦
言
切
と
札
凡
な
匂
町
、
白
-
守
町
内
h
H
H
Z
H
h
H
2
5・
ι・
〉
己
出
・
(
の
ロ
丹
江
口
-

m
o
p
H
S
3・
ω
-
E
(福
田
平
・
大
塚
仁
訳
『
目
的
的
行
為
序
説
刑

法
体
系
の
新
様
相

l
』
有
斐
閣
・
一
九
六
二
、
三
六
頁
)
。

(
5
)
ω
可
丘
四
回
司

2
子
λ
-
M
1
5
6
5ロ〕・

ω
・
怠
・
同
意
が
既
に
行
為
の
時

点
で
表
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
こ
の
自
律
性
の
尊
重

を
全
う
す
る
趣
旨
か
ら
で
あ
る
(
〈
間
「
仏

2
出・
λ
h
S込
宮
町
旨
〕
・
同
-
〉
C
D
・-

ω・]戸由)。

ハ
G
〉

ω片岡向洋め巴君。同

p-
〔同
Vユロ
NF同)芯ロ〕・

ω-AHAH
同・

(
7〉
何

rp-
∞
-AH印
U《

凶

og--
〔L

門司
hw込書け暑い}・

N・
〉
z
p
-
ω
]
F
N
ω
・

(
8
)
ω
片岡印件。ロ君。円

p-
〔
HMユ
ロ
乱
立
。
ロ
〕
唱

ω-A片山・

(
9
)
ω
n
r
g
E
F閉
口
加
。
ァ
〔
h
問、
wる宮内リ
hH〕・∞
-
N
O
U・

(
凶
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
、
「
単
な
る
み
か
け

の
法
益
侵
害

(050
ロロ円

R
7
0
5
E
B
m
R
Z
m問
C
Z
Z
ユ
O
Rロロ間)」

と
呼
ぶ

(
O
E
-
ω
・
N
S
)
。

(
日
)
肘
ゲ
《
「

ω・日出
0

・
N
晶、吋・

北法31(1・232)232



(

ロ

)

同

w
σ
L
・・
ω
-
N
S
一
o
Z
5
0
同
広
三
NM〉
釦
・
同
・
。
ニ

ω
・
∞
ゲ
∞
ω
山
〈
開
「

N
F
1・
QU.話
"
と
ご
と

h
s
h
u
-
ω
-
U
0・
な
お
法
益
侵
害
と
構
成
要
件
該

当
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
章
第
三
節
参
照
。

(
日
)
〈
悶
戸
匂

2
2
z
o
-
-
・
0
5
m
o
n
z
r
z
F四ロロ
mm開門出ロ《
H
O
F
5
0
2
2
N

ロロ与

5
ι
2
m
o
n
y
g匂円。
nyEロ間二凶
nyd匂
Nω
同
切

ι・∞
0・
呂
町
ATω
・
H
8・

(
リ
H

)

そ
こ
で
被
害
者
の
同
意
は
利
益
衡
量
原
理
に
基
づ
き
え
な
く
な
る

(ω2mHO口
君
。
ユ
}
了
〔
句
門
戸
口
N-℃広ロ〕・

ω-AHN
一仏め円
ω--
〔
h
s
b

、~v
里
町

F
U
-

凶-

〉区出・・

ω・]「
NU)。

シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ベ
ル
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
共
に
、
利
益
・
財

の
刑
法
的
保
護
の
意
義
は
個
人
の
自
律
性
の
確
保
の
中
に
あ
る
と
考
え
、
そ

」
に
ま
た
具
体
的
な
客
体
の
尊
重
の
根
拠
も
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考

(1) 

え
方
は
、
法
が
客
観
的
利
益
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
目
的
に
即
応
し
、

肯
定
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
利
益
は
あ
る
主
体
に

刑法における被害者の同意

と
っ
て
実
在
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
り
う
べ
き
も
の
と
し
て
想
定

さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
保
護
も
、
現
実
的
利
益
の
獲
得
可
能
性
の
防
護

以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
現
実
の
利
益
の
享

受
は
そ
の
主
体
の
自
由
な
選
択
に
委
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
と
り

わ
け
個
人
の
自
由
が
現
行
憲
法
秩
序
に
お
き
、
法
政
策
と
し
て
是
認
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
右
の
こ
と
は
積
極
的
に
首
肯
さ
れ

て
然
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
彼
ら
が
同
意

を
個
人
の
自
律
な
い
し
自
己
決
定
の
発
露
と
性
格
づ
け
、
刑
法
の
利
益
・
財

保
護
の
目
的
と
合
致
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
も
、
特
に
異
論
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
的
保
護
の
目
的
と
の
合
致
の
中
に
こ
そ
、
同
意
の
法

的
保
護
放
棄
の
効
力
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
お

い
て
同
意
と
法
的
保
護
と
の
結
合
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

同
意
に
よ
っ
て
法
的
保
護
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
主
張
も
説
得
的
な
も
の
と

な
る
。以

上
の
よ
う
に
し
て
、
同
意
に
よ
る
法
的
保
護
放
棄
の
理
由
が
説
明
で
き

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
個
人
の
意
思
を
更
に
保

護
客
体
に
も
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
な
る
程
ケ
ス
ラ
!
と
は
違
っ
て
、
伺

人
の
意
思
の
他
に
利
益
・
財
も
含
め
て
保
護
の
対
象
と
す
る
の
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
決
し
て
ケ
ス
ラ
l
流
の
保
護
客
体
論
が
持
つ

て
い
る
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
被
害
者
の
意
思
に
反
す

る
こ
と
な
く
、
利
益
・
財
の
侵
害
の
み
で
犯
罪
が
成
立
し
う
る
こ
と
は
、
ヶ

ス
ラ
l
で
さ
え
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
消
極
的
に
「
意
思

を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
か
ら
、
積
極
的
に
「
意
思
が
保
護

客
体
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
演
得
さ
れ
な
い
。
も
し
か
り
に
こ
の
個
人
の

意
思
が
自
律
・
自
己
決
定
の
「
可
能
性
」
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

北法31(1・233)233
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そ
の
基
擦
と
し
て
の
利
益
・
財
の
保
護
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
結
局
は
独
自
の

意
義
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
意
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
が
「
欠

落
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
か
よ
う
な
わ
け
で
、
個
人
の
意
思
そ
れ
自

体
は
保
護
客
体
に
帰
属
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
利
益
・
財
の
保
護
目
的
が

個
人
の
自
律
性
の
確
保
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
問
意
に
基
づ
く
利
益
・
財

へ
の
侵
害
行
為
は
、
ま
さ
に
一
個
の
自
律
と
し
て
そ
の
保
護
目
的
と
一
致
す

る
。
そ
れ
故
、
同
意
に
よ
っ
て
保
護
の
必
要
性
が
欠
落
す
る
と
い
う
結
論
が

得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
の
議
論
も
少
な
く
と
も

そ
こ
ま
で
で
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
客
体
の
法
的
保
護
の
必
要
性
の
問
題
を
、

客
体
に
関
す
る
尊
重
要
求
の
問
題
に
引
き
直
し
て
議
論
を
進
め
る
。
従
っ
て

彼
が
、
尊
重
要
求
が
個
人
の
自
律
領
域
に
あ
る
場
合
、
同
意
に
よ
っ
て
尊
重

要
求
は
無
視
さ
れ
ず
に
至
る
と
言
う
の
は
、
法
的
保
護
の
必
要
性
が
な
い
と

(
8
}
 

い
う
こ
と
以
外
の
何
も
の
も
意
味
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
反
面
こ
の
よ
う

な
場
合
、
保
護
客
体
の
侵
害
は
当
然
肯
定
さ
れ
、
も
し
こ
の
客
体
を
「
法

益
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
法
益
の
侵
害
」
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
現
実
に
保
護
の
必
要
性
の
あ
る
利
益
・
財
を
「
法
益
」
と
呼
ぶ

な
ら
ば
、
同
意
に
よ
っ
て
既
に
見
た
よ
う
に
保
護
の
必
要
性
は
欠
如
す
る
の

で
、
そ
こ
に
は
上
の
意
味
で
の
「
法
益
」
は
、
従
っ
て
「
法
益
の
侵
宝
己
は

存
在
し
て
い
な
い
。
本
人
の
同
意
に
よ
っ
て
「
法
益
要
求
」
が
欠
如
し
「
法

益
侵
安
ど
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
見
解
も
、
後

者
を
意
味
す
る
限
り
で
は
正
当
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
他
方

で
、
尊
重
要
求
そ
れ
自
体
を
法
益
と
呼
ぶ
口
吻
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
尊
重
要
求
は
法
的
保
護
の
必
要
性
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
し
、
尊

重
要
求
を
形
成
す
る
個
人
の
自
律
性
は
利
益
・
財
保
護
の
被
害
者
側
か
ら
の

視
点
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
尊
重
要
求
(
個
人
の
自
律
性
)
を
法
益
と
呼

ぽ
う
と
意
図
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
主
張
に
従
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
一
一
日
え
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
等
は
、

法
政
策
と
し
て
承
認
さ
れ
た
個
人
の
自
由
を
現
行
刑
法
の
法
益
保
護
の
「
目

的
」
の
中
に
反
映
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
同
意
の
効
力
根
拠
を
説
示
す
る
と
い
う

正
当
な
方
法
を
採
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
法
政
策
的
見
解
を
更
に
一
歩
進
め

た
主
張
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
か
も
、
法
益
(
保
護
客
体
〉
を
個
人
の
自

律
・
自
己
決
定
と
の
関
係
に
お
い
て
意
義
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
・

財
と
個
人
の
自
律
・
自
己
決
定
と
の
一
体
化
の
方
自
を
計
り
、
法
益
を
構
造

と
し
て
把
援
し
よ
う
と
し
た
の
は
卓
見
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

個
人
の
自
律
・
自
己
決
定
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
ら
を
保
護
客
体
あ
る

い
は
真
の
法
益
と
捉
え
る
の
は
行
き
過
ぎ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
意
に
基
づ
く

北法31(1・234)234



行
為
は
、
法
益
保
護
の
目
的
と
の
一
致
故
に
、
法
的
保
護
が
不
要
に
な
る
の

で
あ
る
。
以
下
こ
れ
を
法
的
保
護
不
要
説
と
略
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

(1) 

(
1
〉
本
稿
前
章
第
三
節
参
照
。

(
2
)
〈
間
一
・
州
内
5
ロ円
Nu--F
同・。・・

ω・吋品・

(
3
〉
本
稿
本
章
第
一
節
二
、
同
注

(

8

)
、
(

9

)

参
照
。

(

4

)

シ
ュ
ト
一
7
l
テ
ン
ベ
ル
ト
も
、
法
益
は
自
由
の
基
稔
と
し
て
刑
法
上

保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

(ω
可
主
。
ロ
岩
ゆ
え
F
〔
h
。F
下

F
R
h
h
c
-
N
-
〉
三
f
ω
-
H
N
U
)
。

(
5
)

と
こ
ろ
が
、
シ
ュ
ト
一
7
1
テ
γ
ベ
ル
ト
は
「
欠
落
す
る
」
と
述
べ
て

い
る
の
で

(ω
ロ
m
gロ
垣
内
ス
y-
〔
司
ユ
ロ
乱
立
。
ロ
〕
・

ω・
品
印
)
、
そ
こ
で
は
実

際
の
心
理
・
意
思
が
観
念
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

6

)

客
体
の
尊
重
要
求
が
い
か
な
る
理
由
が
ら
生
ず
る
の
か
は
、
刑
法
が

ど
う
し
て
利
益
・
財
を
保
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
と
裏
腹

の
関
係
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
尊
重
要
求
は
保
護
の
必
要
性

の
問
題
に
解
消
で
き
る
。

刑法における被害者の同意

(

7

)

こ
れ
を
法
益
と
呼
ぶ
の
が
伝
統
的
思
考
の
基
柱
で
あ
る
(
小
暮
得
雄

「
違
法
論
の
系
譜
と
法
益
論
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
八

O
巻
五
号
・
一

九
六
四
、
五
九
九
頁
、
六
一

O
頁
注
一
一
参
照
)
。
ま
た
「
み
か
け
の

法
益
侵
害
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
本
章
第
四
節
一
注
(
山
山
)
参
照
。

(
8
)
ω
n
r
g
丘
町
間
口
由
。
ア
〔
h
司

hq~vR円
hw〕・

ω
-
N由
∞
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

ー
が
法
益
を
財
と
尊
重
要
求
と
の
統
一
と
し
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
か

ら
は
、
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
ツ
ィ
プ
フ
の
次
の
主
張
も
同
趣
旨

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
は
規
範
の
保
護
領
域
か
ら
の
法
益

の
取
り
出
し
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刑
法
上
重
要
な
侵
害
の
可
能
性

が
排
除
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

(N-1.
〔
同
窓
哩
ご
と
h
S
H
h〕・

ω・
M
m
v
)

。

(
9
)
ω
n
y
g
正
E
5
2・〔
h
Sユ
詰
円
F
H
ω
ω
由0
・

Mgzzロ∞
O

同一。

E
N予

同-担・

0
・・

ω・
g-

(
凶
)
〈
四
一
-
∞
同
門
田
円
。
ロ
君
。
HHr・〔
h
偽
除
、
』

VHh町、
δ
-
N
-
〉
Z
4
f
ω
・
HNω
一
pw円m
-

2
J仲間
N
6
5ロ
V
ω
-
A
F
N
-
γ
?ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
法
益
の
客
体
と
尊

重
要
求
と
い
う
観
点
か
ら

(ω
ロ
r
g
正
E
5
2・〔
h
忌、

Z
S〕・
ω
-
N
ミ
1

8
3、
な
お
キ
l
γ

ツ
ィ
ー
は
「
自
由
関
迷
性

(
F
2
7
2
S
Z
8
m
g
-

Z
X
)
L
と
「
事
物
関
連
性

(
ω
R
Y
Z
N
D間
grox)」
と
の
二
面
か
ら

(
烈
芯
ロ
R
F
同
-
P
。・

ω・
記
1
忍
)
、
そ
れ
ぞ
れ
法
益
構
造
に
分
析
を
加

え
て
い
る
。

第
五
節

結、

括

法
的
保
護
の
対
象
は
、
複
合
的
・
平
均
的
内
容
を
有
す
る
客
観
的
利
益
の

一
定
量
を
担
う
財
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
被
害
者
の
同
意
に
よ
っ
て

北法31(1・235)235

右
の
利
益
が
放
棄
さ
れ
、
法
的
保
護
の
対
象
が
存
在
し
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
同
意
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
財
の
法
的
保

護
の
必
要
性
に
影
響
を
与
え
る
。
と
い
う
の
は
財
を
保
護
す
る
究
極
的
目
的

は
、
「
個
人
の
自
由
」
に
高
い
価
値
を
置
く
法
政
策
の
反
映
と
し
て
、

そ
の
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財
の
保
持
者
に
そ
の
財
に
係
わ
る
一
定
の
利
益
を
自
由
に
選
択
さ
せ
る
と
い

(
1
}
 

う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
被
害
者
の
同
意
は
ま
さ
に
こ
の
自
由
選
択

の
発
露
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
当
該
財
の
保
護
を
不
要
に
す
る
。
こ
れ
は
個

人
の
意
思
に
よ
る
法
的
保
護
の
直
接
的
放
棄
で
は
な
く
、
保
護
の
目
的
と
の

合
致
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
間
接
的
効
果
な
の
で
あ
る
。

法
的
保
護
の
目
的
の
勘
案
か
ら
、
法
的
保
護
の
客
体
に
心
理
・
意
思
を
も

加
え
た
り
、
あ
る
い
は
自
律
的
支
配
そ
れ
自
体
を
対
象
化
し
た
り
す
る
試
み

も
あ
る
が
、
理
念
的
性
格
を
持
つ
法
的
保
護
の
目
的
と
立
法
技
術
的
性
格
を

持
つ
法
的
保
護
の
客
体
と
を
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性

は
な
い
。
こ
の
点
を
区
別
し
て
議
論
す
る
な
ら
ば
、
被
害
者
の
同
意
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
保
護
の
客
体
は
侵
害
さ
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
的
保
護
の
目
的
に
は
違
背
し
て
い
な
い
の

で
、
法
的
保
護
の
必
要
性
の
あ
る
財
へ
の
侵
害
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。
前
者
が
通
常
の
意
味
で
の
狭
義
の
法
益
(
侵
害
)
で
あ
り
、
後
者
は

構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
た
広
義
の
法
益
(
侵
害
)
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
益
の
法
的
保
護
を
不
安
に
す
る
被
害
者
の
同
意
の
効
力
根

拠
は
、
法
的
保
護
の
客
体
論
か
ら
で
は
な
く
、
法
的
保
護
の
目
的
論
か
ら
説

明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
法
益
の
担
い
手
と
の
関
係
を
無
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
〈
包
・

出
巾

E
N
N
M
1
L
)広
切
開
門

rugz口
問
ロ
ロ
円
山
田
巾
}
戸
田
口

E
Zロ
開
会
出
何
宮
司
ニ
・

-H悶ロロ
悶

-
5
2
5
F
o
n
z・
。
え
句
、
、
丘
町
芝
崎
町
、
ぜ
問
、
警
な
同
時
国
N
同
町

H
R
E
h
-

]
「
由
叶
叶

.ω
・
ω∞O
)
。

(

2

)

刑
法
は
、
身
体
の
完
全
性
、
名
誉
、
所
有
総
等
そ
れ
自
身
を
、
あ

り
う
べ
き
自
己
決
定
の
前
提
及
び
関
係
客
体
と
し
て
保
護
し
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Die Einwi11igung des Verletzten im Strafrecht: 

Feststel1ung des Autonomieprinzips (1) 

Hiromi KAWAHARA* 

Einleitung 

Die heutige Einwil1igungslehre ist im Zusammenhang mit der 

Selbstbestimmung oder der Autonomie des Einzelnen entwickelt. 

Diese Note versucht es auch im gleichen Stand， durch die Betrachtung 

uber den Zweck des Rechtsgutsschutzes der Wirkung der Einwilligung 

des Verletzten die bestimmten innewohnenden Grenzen zu setzen. 

1. Die Bedeutung des “Int巴resses"und des “Ver letzten" 

Die ersten Ansatze zu einer dogmatischen Bedeutung der Einwil-

ligung des Verletzten stehen in der Herausbildung des Rechtsguts-

denkens， insbesondere des “Interessenbegriffsヘaufdem auch der 

Begri妊 desVerletzten beruht. Man versteht den Interessenbegri妊

objektiv als die mogliche Nutzbarkeit fur den Verletzten und subjektiv 

als den Willen des Verletzten. Aber jedenfalls ist derjenige durch ein 

Verbrechen verletzt， dessen Interesse durch die bezugliche Strafbe-

stimmung geschutzt werden sollte. Wenn Zweck des Strafgesetzes der 

Schutz menschlichen Interesses mittels Drohung durch die Bewegung 

des Stafrechs des Staats ist， so ist das Recht der Weg， der Staat nur 

ein Schutzsubjekt， diese sind nie Interessensubjekte. Man hat noch 

Interesse an dem Entstehen und Bestehen des Gesetzes uberhaupt 

und abstrakt， ohne Rucksicht auf einen konkreten Fall seiner 

Anwendbarkeit. Aber dieses subjektiv schrankenlose lnteresse an 

dem Verbot ist nicht dasjenige， welches der Gesetzgeber durch dieses 

Verbot schutzen will， sondern das tatsachliche Interesse， welches 

勢 Doktorandam juristischen Seminar der Hokkaido-Universitat 

北法31(1・389)389 XII 



Vol. 31 No. 1 (1980) 

man beim gesetzgeberischen Akt und im kriminalpolitischen Bereich 

in Betracht zieht. Hier handelt sich um das durch die bezugliche 

Strafbestimmung geschutzte rechtliche Interesse， dessen Subiekt der 

“Verletzte" ist. 

II. Die materiale Wirkung der Einwilligung 

In diesem Kapitel wird das Problem uber die Begrundung der 

material rechtfertigenden Kraft der Einwilligung behandelt. Wenn 

man objektives Interesse als das rechtliche Schutzobjekt auswahlen 

so11， so wird die Einwilligung als Zeichen der Interessenρreisgabe 

durch den Rechtsgutsinhaber nicht angesehen， d. h. mit der Einwilli-

gung entfallt das Schutzobjekt nicht. Also vertreten die Rechtspre・

chung und die herrschende Lehre den Standpunkt， das der Einwilli-

gende durch Preisgabe seines subjektiven Interesses auf Rechtsschutz 

verzichtet. Und liegt darin solche Mogligkeit des o妊entlichen

Rechtsschut<:vezichts vom Willen des Einzelnen， das im rechtsρoliti-

schen Standpunkt der ungehinderte Gebrauch der personlichen Freiheit 

als solcher im freiheitlichen Rechtsstaat als ein Wert angesehen 

wird， das in Betracht des Rechtsschutzzwecks Rechtsgut strafrechtlich 

als Voraussetzung und Bezugsobjekt moglicher Selbstbestimmung 

geschutzt wird. Das bedeutet: Die Einwilligung wird als Zeichen der 

autonomen Herrschaft durch den Berechtigten aufgewiesen， somit fehlt 

es am Rechtsschutz g巴gendie Handlung aufgrund der Einwilligung 

infolge der Ubereinstimmung mit dem Schutzzweck. In dieser Weise 

ergibt sich die Wirkung der Einwilligung nicht aus Schutzobjekt， 

sondern aus Schutzzweck. 

(Fortsetzung folgt.) 
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